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計画参考 41 愛知県名古屋飛行場及びその周辺における消防活動に関する業務協定 

 

 愛知県（以下「甲」という。）並びに西春日井広域事務組合、小牧市、春日井市及び名古屋

市（以下「乙」という。）は、愛知県名古屋飛行場（以下「飛行場」という。）及びその周辺

における消防活動について次のとおり協定する。 

（目的） 

第 1条  この協定は、飛行場及びその周辺における航空機に関する火災等の災害又はその発生

のおそれのある事態（以下「緊急事態」という。）に際し、甲及び乙が緊密な協力のもとに

円滑かつ効果的な消防活動を実施し被害の防止又は、軽減を図ることを目的とする。 

（区域） 

第 2条  この協定の対象となる区域は、次のとおりとする。 

(1) 第 1種 区域 飛行場内 

(2) 第 2種 区域 乙区域の飛行場周辺（飛行場内を除く。） 

（緊急事態の通報等） 

第 3条  緊急事態の通報は、次の区分により行うものとする。 

(1) 第 1種 区域において緊急事態が発生した場合は、甲は乙に対して速やかに通報する。 

(2) 第 2種 区域において緊急事態が発生した場合は、当該緊急事態が発生した場所を区域と

する乙（以下「所轄の乙」という。）は甲に対して速やかに通報する。この場合、甲は当

該緊急事態が発生した場所を区域としない乙（以下「所轄でない乙」という。）に対して

速やかに通報する。 

 2 前項の通報は、次の事項について電話その他の方法により行うものとする。 

(1) 緊急事態発生の場所及び時刻 

(2) 航空機の機種及び搭乗人員 

(3) 消防隊、救急隊及び救助隊の集結場所 

(4) その他必要な事項 

 3 通報に応じて出動した甲又は乙が現場に到着したときは、速やかにその旨を通報した機関

に連絡するものとする。ただし第１項第２号後段に規定する通報に応じて出動した所轄でな

い乙は、所轄の乙へ連絡するものとする。 

 4 甲又は乙が単独で緊急事態を処理したときは、速やかにそのてん末を相互に通報するもの

とする。 

（消防活動） 

第 4条  消防活動は、次の区分により行うものとする。 

(1) 第 1種 区域において緊急事態が発生した場合は、甲が第一次的にこれに当たり、乙は必

要に応じて出動する。 

(2) 第 2種 区域において緊急事態が発生した場合は、所轄の乙が第一次的にこれに当たり、

所轄でない乙及び甲は必要に応じて出動する。 
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(3) 第 1種 区域において緊急事態が発生した場合、甲は非常進入口を開放するとともに、当

該進入口において乙を誘導するものとする。 

（現場指揮） 

第 5条  第 1種 区域における消防活動の指揮は、甲が行うものとする。ただし、乙が現場に到

着した以降の消防活動の指揮は、乙（西春日井広域事務組合）が行うものとする。 

 2 第 2種 区域における消防活動の指揮は、所轄の乙が行うものとする。 

（経費の負担） 

第 6条  消防活動のために要する費用の負担等については、甲乙双方が協議して定めるものと

する。 

（調査に対する協力） 

第 7条  甲及び乙が消防活動を実施するに当たっては、当該航空機の状態、現場におけるこん

跡その他火災等の災害の調査に必要な資料の保存に十分留意するものとする。 

（施設及び資器材の整備等） 

第 8条  この協定に基づく消防活動を円滑適正に実施するため、甲及び乙は、消防活動の用に

供する施設及び資器材の整備並びに消火薬剤の備蓄について、それぞれ積極的に配慮するも

のとする。 

（消防活動計画の作成） 

第 9条  甲及び乙は、次の事項について相互に連絡を図り、緊急事態に対する消防活動に関す

る計画を作成しておくものとする。 

(1) 消防活動の用に供する施設及び資器材の整備計画並びにその推進状況 

(2) 消火薬剤の備蓄状況 

(3) その他必要な事項 

 2 甲は、飛行場に発着する航空機の機種ごとの機体規模、搭乗定員、燃料の最大積載量、発

着回数等消防活動に必要な資料を作成し、定期的に乙に送付するものとする。 

（消防訓練） 

第10条 甲は、消防活動を効果的に実施するため、消防活動要領を検討するとともに定期的に

消防訓練を実施し、乙はこれに協力するものとする。 

 2 甲及び乙は、毎年1回、総合消防訓練を実施するものとする。 

（実施細目） 

第11条 この協定の実施について必要な事項は、甲の企画振興部長及び乙の消防長が協議して

定めるものとする。 

（その他） 

第12条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲乙双方が協

議して定めるものとする。 

 

 



 

- 752 - 

附 則 

 この協定は、平成17年2月17日から施行する。 

 この協定の証として本書5通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保管する。 

 

  

 平成17年2月9日 

 

 

               甲  愛 知 県 

愛知県知事  神 田 真 秋  印 

 

               乙  西春日井広域事務組合 

                      管 理 者  長 瀬   保  印 

 

                  小 牧 市 

                      小 牧 市 長  中 野 直 輝  印 

 

                  春 日 井 市 

                     春日井市長   鵜 飼 一 郎  印 

 

                  名 古 屋 市 

                     名古屋市長   松 原 武 久  印 
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計画参考 42 災害医療救護等に関する協定書（市対市医師会） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と一般社団法人名古屋市医師会（以下「乙」という。）は災害が発

生した場合の医療救護等について、次のとおり協定を締結する。 

 （目的） 

第 1条 この協定は、名古屋市地域防災計画に定める災害及びこれに準ずる災害が発生した場合、並び

に名古屋市地震防災強化計画に定める災害（以下「地震災害」という。）が発生した場合（東海地震

に関連する注意情報が発令された場合を含む。）に、甲が乙の協力を得て行う医療救護を円滑に実施

するために必要な事項を定めるものとする。 

 （医療救護班の派遣） 

第 2条 甲は、前条の規定に基づく医療救護（以下「医療救護」という。）を行う必要が生じたとき（必

要が見込まれるときを含む。）は、乙の定めた名古屋市医師会災害医療救護活動要綱に従い、医師及

び看護師等により編成される医療救護班（以下「医療救護班」という。）の派遣を、乙に対し要請す

るものとする。 

 2 乙は、前項の要請を受けたときは医療救護班を編成し、速やかに派遣するものとする。 

 3 医療救護班に係る指揮、命令及び救護活動の連絡調整については、甲が指定する者が行うものとす

る。 

 4 医療救護班の輸送は、甲乙が協働して行うものとする。 

 （医療救護） 

第 3条 医療救護班は、集団災害現場において甲が設営する「現場救護所」内で、地震災害の場合につ

いては、原則として甲が設営する「救護所」又は、乙が管理運営する各区休日急病診療所内救護所に

おいて、第 2項に規定する業務を行うものとする。ただし、傷病者が重症・重篤の場合は、後方医療

機関へ転送するものとする。 

 2 医療救護班の災害現場における業務は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 傷病者に対する診断及び応急処置 

(2) 傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

(3) 助産 

(4) 死亡の確認 

(5) 死体の処置 

 3 乙は災害傷病者の転送先の後方医療機関の協力が得られるよう努めるものとする。 

 4 乙は、災害の事態が急迫し、甲による医療救護班の派遣要請を待つことができない場合は、医療救

護を開始することができるものとし、その状況を直ちに甲に報告し、その後の処理に関して指示を受

けるものとする。 

 （医薬品等の供給） 

第 4条 医療救護に必要な医薬品、医療材料、診断器具その他医療関係物品（以下「医薬品等」という。）

は、原則として甲が調達するものとする。ただし、緊急の場合には、乙又はその会員の所有又は所持

するものを使用するものとする。 

 （報告） 
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第 5条 医療救護を実施した場合、医療救護班の責任者は必要な記録を行うとともに、業務の実績を乙

に報告するものとする。 

 2 乙は、前項の報告を受けたときは、その全容を甲に報告するものとする。 

 （費用の弁償） 

第 6条 甲は、この協定により実施した医療救護に関して乙が要した費用を弁償するものとする。 

 2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 医療救護班の派遣に要した人件費及び諸経費 

(2) 医療救護班の調達した医薬品等の費用 

(3) 医療救護班員の私用備品又は災害傷病者の転送先の後方医療機関の設備若しくは備品が損傷を

受けた場合の原状回復に要する費用 

 （扶助金） 

第 7条 甲は、医療救護班員が医療救護において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、災害救

助法（昭和 22年法律第 118 号）の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として、扶助金相当額を

乙に支給するものとする。 

 （医事紛争） 

第 8条 医療救護班が医療救護活動を行うに際し、傷病者との間に紛争が生じたときは、乙は直ちに甲

に連絡するものとする。 

 2 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議のうえ、誠意をもって解決のため適

当な措置を講ずるものとする。 

 （遺体検案） 

第 9条 被災者の遺体検案を行うに当たり、医師が不足する場合においては、名古屋市地域防災計画に

基づき、別途甲から乙に対し、遺体検案班への協力依頼を行うものとする。 

 （協議） 

第 10 条 本協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲、乙誠意をもって協

議するものとする。 

 （補則） 

第 11 条 本協定の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 （附則） 

１ この協定書の有効期間は平成 26年 5月 28 日から平成 27年 3月 31日までとする。ただし、この協

定の有効期間満了の日の 1ヶ月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、更に期間満了

の日の翌日から 1年間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。 

２ 本協定発効と同時に平成 16 年 4月 1日付で締結した災害医療救護に関する協定書は失効する。 

３ この協定の締結の証として、本書 2通を作成し、甲、乙記名捺印し、双方各 1 通を保有する。 

 

   平成 26 年 5 月 28 日 

 甲  名古屋市 

    代表者 名古屋市長  河村 たかし 

 乙  名古屋市東区葵一丁目 4番 38 号 
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        一般社団法人 名古屋市医師会 

       会長  杉田 洋一 
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災害時歯科医療救護に関する協定書（市対市歯科医師会） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と社団法人名古屋市歯科医師会（以下「乙」という。）は、災害が

発生した場合の歯科医療救護について、次の通り協定を締結する。 

 

 （目的） 

第 1条 この協定は、名古屋市地域防災計画に定める災害及びこれに準ずる災害が発生した場合に、甲

が乙の協力を得て行う歯科医療救護を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 （歯科医療救護班の派遣） 

第 2条 甲は、前条の規定に基づく歯科医療救護（以下「歯科医療救護」という。）を行う必要が生じ

たときは、歯科医師等により編成される歯科医療救護班の派遣を、乙に対し要請するものとする。 

 2 乙は、前項の要請を受けたときは歯科医療救護班を編成し、速やかに甲が指定する場所に派遣する

ものとする。 

 3 歯科医療救護班に係る指揮、命令及び救護活動の連絡調整については、甲が指定する者が行うもの

とする。 

 4 歯科医療救護班の輸送は、原則として甲が行うものとする。 

 （歯科医療救護班の業務内容） 

第 3条 歯科医療救護班は、災害現場に甲が設置する救護所等において、医療救護班等と協力して次に

掲げる業務に従事するものとする。 

(1) 傷病者に対する診断及び応急処置 

(2) 傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

(3) 歯科保健活動 

 2 乙は、災害の状況が深刻であり、甲からの派遣要請を受ける前に救護活動を行う必要があると判断

したときは、歯科医師等を地域医療活動拠点（保健所）へ派遣し、甲が指定する者の指示を受けるも

のとする。 

 （医薬品等の調達） 

第 4条 歯科医療救護に必要な医療品、医療材料、診断・治療器具、その他医療関係物品 （以下「医

薬品等」という。）については、原則として甲が調達するものとするが、緊急の場合には乙又はその

会員の所有または所持するものを使用するものとする。 

 （報告） 

第 5条 歯科医療救護を実施した場合、歯科医療救護班の班長及び救護所持の責任者は、必要な記録を

行うとともに業務の実績を乙に報告するものとする。 

 2 乙は、前項の報告を受けたときは、その全容を甲に報告するものとする。 

 （費用の弁償） 

第 6条 甲は、この協定により実施した歯科医療救護に関して乙が要した費用を弁償する。 

 2 乙が要した費用とは次の各号に掲げるものとする。 

(1) 歯科医療救護班の派遣に要した人件費及び諸経費 

(2) 歯科医療救護班が自ら調達した医薬品等の費用 
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(3) 歯科医療救護班員の私用備品等が損傷を受けた場合の原状回復に要する費用 

 （扶助金） 

第 7条 甲は、歯科医療救護班員が救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、災

害救助法（昭和 22年法律第 118 号）の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として、扶助金相当

額を乙に支給するものとする。 

 （医事紛争） 

第 8条 歯科医療救護班の救護活動に関し、傷病者との間に紛争が生じたときは、乙は直ちに連絡する

ものとする。 

 2 甲は前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議のうえ、誠意をもって解決のために適

当な措置を構じるものとする。 

 （協議） 

第 9条 本協定に定めのない事項又は議事が生じた事項については、甲、乙誠意をもって協議するもの

とする。 

 （補則） 

第 10 条 本協定の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 （附則） 

 1 この協定書の有効期間は平成 11 年 5 月 27 日から 3 年間とする。ただし、有効期間の満了の日前 1

か月までの間に甲、乙いずれかから何らかの意思表示がないときは、さらに期間満了の翌日から 1年

間この協定を更新するものとし、以後この例による。 

 2 この協定の締結の証として、本書 2通を作成し甲、乙記名押印し、双方各 1通を保有する。 

 

  平成 11 年 5月 27 日   

 

 甲  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

 名古屋市 

 代表者 名古屋市長  松 原 武 久   印 

 乙  名古屋市中区丸の内三丁目 5番 18 号 

 社団法人 名古屋市歯科医師会 

 会 長        小 林 壯 之 祐   印 
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災害医療救護等に関する協定書（市対市薬剤師会） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と社団法人名古屋市薬剤師会（以下「乙」という。）は、災害が発

生した場合の医療救護等について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第 1条 この協定は、名古屋市地域防災計画に定める災害及びこれに準ずる災害が発生した場合に、甲

が乙の協力を得て行う医療救護を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 （薬剤師の派遣） 

第 2条 甲は、前条の規定に基づく医療救護（以下「医療救護」という。）を行う必要が生じたときは、

薬剤師の派遣を、乙に対し要請するものとする。 

 2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに乙の所属する薬剤師を派遣するものとする。 

 3 前項の薬剤師の医療救護に係る指揮及び命令については、甲が指定する者が行うものとする。 

 4 乙は、災害の事態が急迫し、甲からの派遣要請を持つことができないと判断した場合は、乙に所属

する薬剤師を被災地の地域医療活動拠点（保健所）（以下「地域医療活動拠点」という。）へ派遣し、

甲が指定する者の指示を受けて、医療救護活動に従事させることができるものとし、その状況を直ち

に甲に報告するものとする。 

 （薬剤師の業務） 

第 3条 救護班に派遣された薬剤師は、調剤を主とした業務を行うものとする。 

 2 甲が医薬品・衛生材料等の供給センターを設置したとき及び地域医療活動拠点を中継所として医薬

品・衛生材料等を供給することになったときは、供給センター及び地域医療活動拠点に派遣された薬

剤師は、次の業務を行うものとする。 

(1) 医薬品等の受け入れと払出し 

(2) 不足医薬品等のリスト作成と報告 

(3) 医薬品等の出納保管 

(4) 医薬品情報の提供 

(5) 服薬相談 

(6) 各種記録簿の作成 

(7) その他 

 （報告） 

第 4条 乙は、第 2条に基づいて派遣された薬剤師（以下「派遣薬剤師」という。）が前条の業務に従

事したときは、必要な記録を行うとともに、業務の実績を甲に報告するものとする。 

 （費用の弁償） 

第 5条 甲は、この協定により実施した医療救護に関して乙が要した費用を弁償するものとする。 

 2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 派遣薬剤師の人件費及び諸経費 

(2) 派遣薬剤師の医療救護に使用した私用備品が損傷を受けた場合の原状回復に要する費用 
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 （扶助金） 

第 6条 甲は、派遣薬剤師が医療救護において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、災害救助

法（昭和 22年法律第 118 号）の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として、扶助金相当額を支

給するものとする。 

 （紛争） 

第 7条 派遣薬剤師が第 3条に規定する業務を行うに際し、紛争が生じたときは、乙は直ちに連絡する

ものとする。 

 2 甲は前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議のうえ、誠意をもって解決のために適

当な措置を講じるものとする。 

 （協議） 

第 8条 本協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲、乙誠意をもって協

議するものとする。 

 （補則） 

第 9条 本協定の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 2 この協定書の有効期間は平成 11年 9月 22 日から 3 年間とする。ただし、この協定の有効期間の満

了の日の 1 ケ月前までに、甲又は乙から何らかの意思表示がないときは、更に期間満了の翌日から 1

年間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。 

 3 この協定の締結の証として、本書 2通を作成し、甲、乙記名押印し、双方各 1通を保有する。 

 

  平成 11 年 9月 22 日 

  

甲  名古屋市 

 代表者 名古屋市長  松 原 武 久   印 

 乙  社団法人 名古屋市薬剤師会 

 会 長        五 十 川  亘   印 
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災害医療救護等に関する協定書（市対市立大学） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と公立大学法人名古屋市立大学（以下「乙」という。）は災害が発

生した場合の医療救護等について、次のとおり協定を締結する。 

 （目的） 

第 1条 この協定は、名古屋市地域防災計画に定める災害及びこれに準ずる災害が発生した場合、並び

に名古屋市地震防災強化計画に定める災害（以下「地震災害」という。）が発生した場合（東海地震

に関する注意情報が発令された場合を含む。）に、甲が乙の協力を得て行う医療救護を円滑に実施す

るために必要な事項を定めるものとする。 

 （医療救護班の派遣） 

第 2条 甲は、前条の規定に基づく医療救護（以下「医療救護」という。）を行う必要が生じたとき（必

要が見込まれるときを含む。）は、別表に定める医師及び看護師等により編成される医療救護班及び

助産救護班（以下「医療救護班」という。）の派遣を、乙に対し要請するものとする。 

 2 乙は、前項の要請を受けたときは医療救護班を編成し、速やかに派遣するものとする。 

 3 医療救護班に係る指揮、命令及び救護活動の連絡調整については、甲が指定する者が行うものとす

る。 

 4 医療救護班の輸送は、甲乙が協働して行うものとする。 

 （医療救護） 

第 3条 医療救護班は、甲が設営する「現場救護所」及び「応急救護所」内で、次の各号に掲げる業務

を行うものとする。ただし、必要に応じて後方医療機関へ転送するものとする。 

 (1) 傷病者に対する診断及び応急処置 

 (2) 傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

 (3) 助産 

 (4) 死亡の確認 

 2 甲は災害傷病者の転送先の後方医療機関を「臨時救護所」と位置付け、乙は当該医療機関の協力が

得られるよう努めるものとする。 

 3 乙は、災害の事態が急迫し、甲による医療救護班の派遣要請を待つことができない場合は、医療救

護を開始することができるものとし、その状況を直ちに甲に報告し、その後の処理に関して指示を受

けるものとする。 

 （医薬品等の供給） 

第 4条 医療救護に必要な医薬品、医療材料、診断器具その他医療関係物品（以下「医薬品等」という。）

は、原則として甲が調達するものとする。ただし、緊急の場合には、乙の所有又は所持するものを使

用するものとする。 

 （報告） 

第 5条 医療救護を実施した場合、医療救護班の責任者は必要な記録を行うとともに、業務の実績を乙

に報告するものとする。 

 2 乙は、前項の報告を受けたときは、その全容を甲に報告するものとする。 

 （費用の弁償） 
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第 6条 甲は、この協定により実施した医療救護に関して乙が要した費用を弁償するものとする。 

 2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものとする。 

 (1) 医療救護班の派遣に要した人件費及び諸経費 

 (2) 医療救護班の調達した医薬品等の費用 

 (3) 医療救護班員の私用備品又は臨時救護所の設備若しくは備品が損傷を受けた場合の原状回復に

要する費用 

 （扶助金） 

第 7条 甲は、医療救護班員が医療救護において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、災害救

助法（昭和 22年法律第 118 号）の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として、扶助金相当額を

乙に支給するものとする。 

 （医療紛争） 

第 8条 医療救護班が医療救護活動を行うに際し、傷病者との間に紛争が生じたときは、乙は直ちに甲

に連絡するものとする。 

 2 甲は、前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議のうえ、誠意をもって解決のため適

当な措置を講ずるものとする。 

 （遺体検案） 

第 9条 被災者の遺体検案を行うに当たり、医師が不足する場合においては、名古屋市地域防災計画に

基づき、別途甲から乙に対し、遺体検案班への協力依頼を行うものとする。 

 （協議） 

第 10 条 本協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲、乙誠意をもって協

議するものとする。 

 （補則） 

第 11 条 本協定の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 （附則） 

 1 この協定書の有効期間は平成 18年 4月 1 日から 3年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の

日の 1ヶ月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から 1年

間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。 

 2 この協定の締結の証として、本書 2通を作成し、甲、乙記名捺印し、双方各１通を保有する。 

 

   平成 18 年 4 月 1日 

甲  名古屋市 

    代表者  名古屋市長  松 原 武 久   印 

 

乙  名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1 

    公立大学法人 名古屋市立大学 

    理事長  西 野 仁 雄          印 
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別表 

【医療救護班の編成】 

 班 数 
班 の 構 成 人 員 

医 師 
看 護 師 ・ 
助 産 師 

薬 剤 師 連 絡 員 計 

医 療 救 護 班 2 1 人 2 人 1 人 1 人 5 人 

助 産 救 護 班 1 1 2 1 1 5 
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災害時の柔道整復師救護活動に関する協定書（市対県柔道整復師会） 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と社団法人愛知県柔道整復師会（以下「乙」という。）は災害が発

生した場合の救護活動について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第 1条 この協定は、名古屋市地域防災計画に定める災害及びこれに準ずる災害が発生した場合、並び

に名古屋市地震防災強化計画に定める災害（以下「地震災害」という。）が発生した場合（東海地震

に関する注意情報が発令された場合を含む。）に、甲が乙の協力を得て行う救護活動を円滑に実施す

るために必要な事項を定めるものとする。 

 （柔道整復救護班の派遣） 

第 2条 甲は、前条の規定に基づく救護活動（以下「救護活動」という。）を行う必要が生じたとき（必

要が見込まれるときを含む。）は、柔道整復師により編成される柔道整復救護班の派遣を、乙に対し

要請するものとする。 

 2 乙は、前項の要請を受けたときは柔道整復救護班を編成し、速やかに派遣するものとする。 

 3 柔道整復救護班に係る指揮、命令及び救護活動の連絡調整については、甲が指定する者が行うもの

とする。 

 4 柔道整復救護班の輸送は、甲乙が協働して行うものとする。 

（救護活動） 

第 3条 柔道整復救護班は、甲が設営する救護所又は避難所等において、柔道整復師法（昭和 45 年法律

第 19 号）に規定された柔道整復業務を行うものとする。ただし、骨折又は脱臼に対する施術（応急手

当を除く。）については、医療救護班等における医師の同意を得るものとする。 

 2 乙は、災害の事態が急迫し、甲による柔道整復救護班の派遣要請を待つことができない場合は、救

護活動を開始することができるものとし、その状況を直ちに甲に報告し、その後の処理に関して指示

を受けるものとする。 

（衛生材料等の供給） 

第 4条 救護活動に必要な衛生材料等は、原則として甲が調達するものとする。ただし、緊急の場合に

は、乙の所有又は所持するものを使用するものとする。 

 （報告） 

第 5条 乙は、第 2条の規定に基づいて派遣された柔道整復師（以下「柔道整復救護班員」という。）

が第 3条の業務に従事したときは、必要な記録を行うとともに、業務の実績を甲に報告するものとす

る。 

 （費用の弁償） 

第 6条 甲は、この協定により実施した災害支援に関して乙が要した費用を弁償するものとする。 

 2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものとする。 

 (1) 柔道整復救護班員の私用備品等が損傷を受けた場合の原状回復に要する費用 

 (2) その他、市長が必要と認める費用で別に定めるもの 

 （扶助金） 
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第 7条 甲は、柔道整復救護班員が災害支援において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、災

害救助法（昭和 22年法律第 118 号）の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として、扶助金相当

額を乙に支給するものとする。 

 

 （紛争） 

第 8条 派遣柔道整復師が第 3条に規定する救護活動を行うに際し、紛争を生じたときは、乙は直ちに

甲に連絡するものとする。 

 2 甲は前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議のうえ、誠意を持って解決のために適

当な措置を講ずるものとする。 

 （協議） 

第 9条 本協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲、乙誠意をもって協

議するものとする。 

 （補則） 

第 10 条 本協定の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 （附則） 

 1 この協定書の有効期間は平成 20年 4月 1 日から 3年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の

日の 1ヶ月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から 1年

間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。 

 2 この協定の締結の証として、本書 2通を作成し、甲、乙記名捺印し、双方各 1 通を保有する。 

 

平成 20年 4 月 1日 

甲  名古屋市 

               名古屋市長 松 原 武 久   印 

 

                乙  愛知県名古屋市中区金山五丁目 13番 12 号 

                社団法人愛知県柔道整復師会 

会 長  佐 久 間 稔 晴  印 
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災害時のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の救護活動に関する協定書（市対県鍼灸マッ

サージ師会） 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会（以下「乙」という。）

は災害が発生した場合の救護活動について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第 1条 この協定は、名古屋市地域防災計画に定める災害及びこれに準ずる災害が発生した場合（南海

トラフ地震臨時情報が発令された場合を含む。）に、甲が乙の協力を得て行う救護活動を円滑に実施

するために必要な事項を定めるものとする。 

 

 （あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう救護班の派遣） 

第 2条 甲は、前条の規定に基づく救護活動（以下「救護活動」という。）を行う必要が生じたとき（必

要が見込まれるときを含む。）は、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師により編成される救

護班（以下「救護班」という。）の派遣を、乙に対し要請するものとする。 

 2 乙は、前項の要請を受けたときは救護班を編成し、速やかに派遣するものとする。 

 3 救護班に係る指揮、命令及び救護活動の連絡調整については、甲が指定する者が行うものとする。 

 4 救護班の輸送は、甲乙が協働して行うものとする。 

 

（救護活動） 

第 3条 救護班は、甲が設営する救護所又は避難所等において、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、

きゆう師等に関する法律」（昭和２２年法律第２１７号）の範囲内で業務を行うものとする。 

 2 乙は、災害の事態が急迫し、甲による救護班の派遣要請を待つことができない場合は、救護活動を

開始することができるものとし、その状況を直ちに甲に報告し、その後の処理に関して指示を受ける

ものとする。 

 

（衛生材料等の供給） 

第 4条 救護活動に必要な衛生材料等は、原則として甲が調達するものとする。ただし、緊急の場合に

は、乙又はその会員の所有又は所持するものを使用するものとする。 

 

 （報告） 

第 5条 乙は、第２条の規定に基づいて派遣されたあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師（以下

「救護班員」という。）が第３条の業務に従事したときは、必要な記録を行うとともに、業務の実績

を甲に報告するものとする。 

 

 

 （費用の弁償） 

第 6条 甲は、この協定により実施した救護活動に関して乙が要した費用を弁償するものとする。 



 

- 768 - 

 2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものとする。 

 (1) 救護班の派遣に要した人件費及び諸経費 

 (2)  救護班の調達した衛生材料等の費用 

 (3) 救護班員の使用備品等が損傷を受けた場合の原状回復に要する費用 

 （扶助金） 

第 7条 甲は、救護班員が救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、災害救助法

（昭和２２年法律第１１８号）の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として、扶助金相当額を

乙に支給するものとする。 

 （紛争） 

第 8条 救護班員が第３条に規定する救護活動を行うに際し、紛争を生じたときは、乙は直ちに甲に連

絡するものとする。 

 2 甲は前項の連絡を受けたときは、速やかに調査し、乙と協議のうえ、誠意を持って解決のために適

当な措置を講ずるものとする。 

（協議） 

第 9条 本協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲、乙誠意をもって協

議するものとする。 

 （補則） 

第 10 条 本協定の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 （附則） 

 1 この協定書の有効期間は令和５年２月８日から 1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の

日の 1ヶ月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から 1年

間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。 

 2 この協定の締結の証として、本書 2通を作成し、甲乙記名捺印し、双方各 1通を保有する。 

 

 

令和５年２月８日 

甲  名古屋市 

代表者  名古屋市長  河村 たかし  

 

乙  名古屋市中川区柳川町４番２４号 

       一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会 

会 長  中川 徹 
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災害時動物救護に関する協定書 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と公益社団法人名古屋市獣医師会（以下「乙」という。）は、名古屋

市域において災害が発生した場合の動物救護活動について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、名古屋市地域防災計画に定める災害及びこれに準ずる災害が発生した場合に、甲

と乙が行う動物救護活動の相互協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、前条に規定する動物救護活動を実施する上で必要があると認めたときは、乙に対して協

力を要請するものとする。 

（対象動物） 

第３条 本協定の対象となる動物は、愛玩動物又は伴侶動物（コンパニオンアニマル）として家庭等で

飼養又は保管されている犬及び猫で、被災したものとする。 

（相互協力の内容） 

第４条 相互協力により実施する動物救護活動（以下、活動という。）の内容は、次のとおりとする。 

（１）乙又は乙の会員の保有する受け入れ可能な施設における次の活動 

ア 負傷動物の保護収容及び治療 

イ 保護収容した負傷動物の情報の、甲への提供 

ウ 被災動物の健康相談及び飼育相談等動物救護活動に必要な措置 

（２）甲から要請のあった避難所における被災動物の健康相談及び飼育相談 

（要請等の手続） 

第５条 甲は、乙に協力を要請する場合は、次の事項を明らかにして、文書により行うものとする。た

だし、緊急の場合は、電話等により要請を行い、後日、文書を提出するものとする。 

（１）活動の内容 

（２）活動を行う場所 

（３）活動を行う日時 

（４）前各号に掲げるものの他、必要な事項 

（活動の履行） 

第６条 乙は、第２条の規定による要請を受けたときは、第４条の規定のうち、被災状況等を考慮し可

能な限り必要な活動を実施するものとする。 

２ 甲と乙は活動を円滑かつ効果的に遂行するために、適宜、情報交換を行うものとする。 

（活動の終了） 

第７条 乙は、活動の必要がなくなったと判断したときは、甲と協議して活動を終了す 

るものとする。 

２ 乙は、活動を終了したときは、速やかに次の事項を記載した文書により甲に報告するものとする。 

（１）活動の内容 

（２）活動を行った場所 

（３）活動を行った日時 
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（４）前各号に掲げるものの他、必要な事項 

（経費の負担） 

第８条 活動で使用する備品、飼料、医薬品及びその他必要な資材等の費用については、活動終了後に、

甲と乙が協議して定めるものとする。 

２ 乙は、企業等からの寄付物品等を活用することにより、経費の負担を最小限にするよう努めるもの

とする。 

（連絡体制） 

第９条 この協定の運用に関しての連絡窓口は、甲にあっては名古屋市健康福祉局健康部食品衛生課、乙

にあっては公益社団法人名古屋市獣医師会事務局とする。 

２ 甲は、災害発生時に関係団体等との連絡調整を実施するものとする。 

（必要物資等の確保） 

第１０条 甲と乙は、動物救護活動に必要となる物資を備蓄することに努め、その物資保管施設は甲乙双

方が確保するよう努めるものとする。 

（平常時の飼主への啓発） 

第１１条 甲と乙は、家庭動物の飼主に対し、災害時に備えて必要な措置を講ずるよう啓発に努めるもの

とする。 

（協議） 

第１２条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上、決定するもの

とする。 

（協定の期間及び更新） 

第１３条 この協定の有効期間は協定の成立した日から 1 年とする。ただし、協定期間満了日までに、甲

若しくは乙のいずれかが本協定を更新しない旨の文面による通知をした場合又は甲乙合意により協定

内容の変更をした場合を除き、本協定は、1年間更新されるものとし、以降同様とする。 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

（附則） 

１ 本協定の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

２ 本協定発効と同時に、平成 23 年 4 月 1 日付けで、甲と乙が締結した災害時動物救護に関する協定書

は失効する。 

 

令和 4年 1月 26 日 

 

甲 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

名古屋市 

代表者 名古屋市長 河村 たかし 

乙 名古屋市中区大須四丁目 12 番 21 号 

公益社団法人 名古屋市獣医師会 

会長 三浦 春水 
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災害等発生時における防疫活動の協力に関する協定書 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と公益社団法人愛知県ペストコントロール協会（以下「乙」という。）

は、名古屋市域において地震、風水害、その他の災害（以下「災害等」という。）の発生があった場合に

おいて、感染症の拡大を防止し、市民生活の安定を図るため、防疫活動の協力について次のとおり協定

を締結する。 

（要請） 

第 1条 甲は、災害等の発生に際し、甲のみでは当該発生地域における防疫処置を十分に実施すること

が困難であると認めるときは、乙に対し、次に掲げる活動（以下「防疫活動」という。）の実施につい

て、協力を要請することができる。 

(1) 災害等の発生時における消毒活動 

(2) 前号に掲げるもののほか、特に甲から要請する事項 

（協力） 

第 2条 乙は、甲から防疫活動の協力要請を受けたときは、薬剤及び車両の調達並びに労力の提供等、

可能な限り協力するものとする。 

（会員名簿の作成等） 

第 3条 乙は、災害等の発生時における防疫活動体制を速やかに整えるため、防疫活動に協力する乙の

会員名簿を作成し、甲に提出するものとする。 

（防疫活動要請手続き） 

第 4条 甲は、乙に対し、防疫活動を要請するときは、防疫活動協力要請書により行うものとする。た

だし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後に当該要請書を提出することができる。 

（防疫活動の実施） 

第 5条 乙は、前条の規定により甲から防疫活動の要請を受けたときは、防疫活動に従事するのに適当

な者を選出し、直ちに要請された防疫活動の実施場所に出動させ、甲の職員の指示により防疫活動を

実施するものとする。 

2 前項の場合において、防疫活動に従事する者は、防疫活動をすべき場所に甲の職員が派遣されてい

ない場合は、甲からの要請事項に従い、自らの判断により防疫活動を開始するものとする。 

（防疫活動の実施報告） 

第 6条 乙は、前条の規定に基づき防疫活動を実施したときは、防疫活動実施報告書を甲に提出するも

のとする。 

（費用の負担） 

第 7条 乙が防疫活動を実施するのに要した薬剤、労務等の費用は、甲の負担とする。 

2 前項の費用は、災害等の発生の直前における適正な価格を基準として、甲乙協議のうえ、決定する

ものとする。 

 

（費用の支払方法） 

第 8条 甲は、第６条に規定する防疫活動実施報告書が提出されたときは、その内容を確認し、適正と

認めたときは、前条の規定により算出した費用を乙の請求に基づき支払うものとする。 
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（個人情報の保護） 

第 9条 乙は、防疫活動の実施にあたり、個人情報（個人に関する情報であって特定の個人を識別でき

るものをいう。）を取り扱う場合は、その保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのな

いよう適正にしなければならない。 

（連絡責任者） 

第 10 条 この協定に係る甲の連絡責任者は健康福祉局健康部環境薬務課長、乙の連絡責任者は事務局長

とする。 

（有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から１年間とする。ただし、当該有効期間が満了す

る日までに甲、乙何れからも異議の申出がないときは、この協定は更に１年間延長するものとし、以

降も同様とする。 

（その他） 

第 12 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

平成 25年 6 月 12 日 

 

甲  名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

名古屋市 

代表者 名古屋市長  河村 たかし 

 

乙  名古屋市中村区亀島二丁目１番１号 

公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会 

会長         川瀬 充 
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医薬品等供給センターの設置等に関する協定書 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と愛知学院大学（以下「乙」という。）は、地震、風水害、その他の

災害（以下「災害等」という。）が発生した場合、甲が乙の所有する施設に、医薬品、衛生材料及び医療

機器等の集配拠点（以下「供給センター」という。）を設置し使用することについて、次のとおり協定（以

下「本協定」という。）を締結する。 

（供給センター） 

第 1条 甲は、名古屋市地域防災計画に基づき供給センターを設置する必要が生じたときは、次条で指

定する施設に供給センターを設置し、医薬品等の受入れ、仕分け、在庫管理及び払出しのために使用

できるものとする。 

（指定施設） 

第 2条 供給センターとして指定する施設は、次に掲げるとおりとする。 

施設名：愛知学院大学名城公園キャンパス 

所在地：名古屋市北区名城三丁目１番１号 

（協力要請） 

第 3条 甲は、供給センターを設置する必要が生じたときは、乙に対し指定施設の使用を要請すること

ができる。 

2 甲は、前項の要請を行う場合、乙に対し指定施設の被害状況等必要な情報の報告を求めることがで

きる。 

3 乙は、前項の求めがあった場合、被害状況等の報告を行うものとする。 

（協力要請の手続） 

第 4条 甲は乙に対し、指定施設の使用について協力を要請するときは、文書によるものとする。ただ

し、緊急を要する場合は口頭等で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。 

（協力要請への対応） 

第 5条 乙は、甲から前条に規定する協力要請を受けた場合は、指定施設を提供するとともに施錠管理

等の協力を行うものとする。 

（閉鎖） 

第 6条 甲が供給センターを閉鎖するときは、乙に対し文書で通知するものとする。ただし、緊急を要

する場合は口頭等で通知し、後日、速やかに文書を提出するものとする。 

2 甲が供給センターを閉鎖するときは、原状復帰させた上で乙に引き渡すものとする。 

（使用期間） 

第 7条 指定施設の使用期間は前条に規定する通知の閉鎖日までとする。ただし、乙が運営上、施設の

提供が困難となった場合はこの限りでない。 

（費用負担） 

第 8条 乙は、甲に指定施設を無償で貸与するものとし、甲は、指定施設の使用に伴い特別に発生した

費用の実費相当額を支払うものとする。 

2 前項の費用は、法令その他で定めがあるものを除き、災害等の発生直前における適正な価格を基準

として、甲乙間の協議により決定するものとする。 
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（費用の支払） 

第 9条 甲は、前条第 2項による決定後、速やかに費用を支払うものとする。 

（疑義の決定） 

第 10 条 本協定において定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲乙間の協議にて決定するもの

とする。 

（有効期間） 

第 11 条 本協定の有効期間は、平成３１年３月３１日までとする。但し、期間満了の１ヶ月前までに甲

又は乙から何らの意思表示をしない限り、期間満了の日から１年間延長するものとし、以降も同様と

する。 

（その他） 

第 12 条 この協定の実施について必要な手続き及びその他の事項は、別途、乙と協議の上、甲が別に定

める。 

本協定を証するため本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

平成 30年 6 月 15 日 

 

甲  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

                          名古屋市 

                          代表者 名古屋市長 河村 たかし 

乙  名古屋市北区名城三丁目 1番 1号 

                          愛知学院大学 

                          代表者 学長     佐藤 悦成 
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計画参考 42-2 災害時安否確認の情報提供に関する協定書 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と          （以下「乙」という。）は、名古屋市内で災害

が発生した場合における名古屋市内の〔居宅〕サービス利用者の安否情報の提供について、次のとおり協

定を締結する。 

 （目的） 

第 1 条 この協定は、名古屋市地域防災計画に定める災害が発生した場合に、甲が乙の協力を得て行う名

古屋市内の〔居宅〕サービス利用者の安否確認を円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。 

 （安否情報の提供） 

第 2 条 乙は、前条に定める災害のうち、名古屋市内で震度 5 強以上の地震が発生した場合または避難勧

告が発令された災害が発生した場合には、甲からの要請の有無にかかわらず、乙に加入する各事業者（以

下「事業者」という。）が、名古屋市内の〔居宅〕サービス利用者の安否について可能な限り確認し、確

認できた内容をできる限り速やかに甲に対して報告するよう協力するものとする。 

 2 報告の内容は、別記様式に定めるふりがなを付した氏名、住所、生年月日及びその者に係る安否情報

等とする。 

 3 情報提供先は＜名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課または＞名古屋市健康福祉局障害福祉部障

害企画課とし、電子メール、ファクシミリの手段による提供を原則とする。ただし、災害により、電子

メール、ファクシミリの通信手段が確保できない場合には、最寄の区役所等へ必要事項を記載した用紙

を持参する方法で行うものとする。 

 4 甲は、事業者から提供された安否の情報を、甲が実施する安否確認等の災害対策に活用するものとす

る。 

 （費用負担） 

第3条 事業者が甲に対して情報提供することに要する費用は事業者の負担とする。 

 （協議） 

第 4 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、甲、乙の双方がそれぞ

れ誠意をもって協議するものとする。 

 

   附 則 

 1 この協定の期間は1年間とし、平成  年  月  日から適用する。 

 2 この協定は、甲乙双方に異議のない場合には、1年を単位として年々自動的に更新するものとする。 

 3 この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名捺印し、双方各1通を保有する。 

 

 平成  年  月  日 
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甲 名古屋市 

  代表者  名古屋市長  松原 武久 

 

乙 名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 

  事務局長   岩口 孝一 

  （平成18年 6月 1日締結） 

  名古屋市知的障害者福祉施設連絡協議会 

  会長     酒井 光雄 

  （平成18年 6月 20日締結、〔 〕部分削除） 

  名古屋市生活支援事業所連絡会 

  代表     大川美知子 

  （平成18年 7月 1日締結、＜ ＞部分削除） 
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計画参考 42-3 災害時におけるタクシーによる緊急輸送等に関する協定書（市対名古屋タクシー協

会） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と名古屋タクシー協会（以下「乙」という。）とは、災害時におけ

る名古屋市と名古屋タクシー協会との連携協定第２条第３項の規定に基づき、大規模な地震又は風水害

が発生した場合におけるタクシーによる緊急輸送等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、次条に掲げる業務を遂行するため必要があるときは、乙及び乙の協会員（以下「会員」

という。）に対して協力を要請するものとし、乙及び会員は可能な限りこの要請に応ずるものとする。 

２ 甲が行う前項の要請は、災害救助法が適用された災害時に、愛知県の広域調整の下で行われるもの

とする。ただし、愛知県による名古屋市の区域を含めた広域調整を要しない場合はその限りではない。 

３ 要請は、甲が別に定める文書をもって乙及び会員に要請するものとする。ただし、文書をもって要

請するいとまがないときは電話又は口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。 

４ 会員は、要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を行うとともに、その措置の状

況を甲及び乙に報告するものとする。 

５ 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段について、支障をきたさないよう努めるものとする。 

（業務の内容） 

第２条 この協定により、甲が乙及び会員に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

(1) 災害応急対策に必要な要員の輸送業務 

(2) 災害に伴う要配慮者及びその家族等の搬送業務 

（業務報告） 

第３条 会員は、第２条の業務を実施したときは、当該業務の終了後速やかにその状況を電話又は口頭

で甲及び乙に報告する。ただし、甲の職員の付き添いがある場合には甲への報告は省略することができ

る。 

（費用の負担及び支払い） 

第４条 この協定に基づき、会員が実施した業務に要した費用（運賃及び料金、有料道路通行料等の実

費負担額）については、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、会員が甲に供給した搬送等業務終了後において、会員が提出する搬送等実

績報告書等に基づき、会員が中部運輸局長への手続きを経て実施している運賃及び料金を基準として、

甲及び会員が協議の上、決定するものとする。 

３ 甲は、前項で決定した費用について、会員から適法な支払請求書を受理した日から 30日以内に支払

うものとする。 

（事故発生時の取扱い） 

第５条 会員は、タクシーの運行等に際し、事故が発生したときは、甲及び乙に速やかにその状況を報

告しなければならない。 

２ 会員の供給したタクシーが故障その他の理由により運行を中断したときは、会員は、速やかにその

情報を甲に報告し、甲の指示を受けるものとする。 



 

- 778 - 

（旅客及び第三者に対する責任） 

第６条 会員は、タクシーの運行に際し、会員の責めに帰する理由によりタクシーの利用者及び第三者

に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。 

（災害補償） 

第７条 甲は、会員の従業員がこの協定に基づく業務に従事したことにより負傷し、若しくは疾病にか

かり、又は死亡した場合においては、次に掲げる場合を除き、「消防団員等の災害補償に関する条例」

（昭和 36年名古屋市条例第 10 号）に準じて、その損害を補償するものとする。 

 (1) 業務に従事する者の故意又は重大な過失による場合 

 (2) 当該損害につき、損害保険契約により保険給付を受けることができる場合 

 (3) 当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けることができる場  

合 

（協力会員名簿等の提出） 

第８条 乙は、会員のうち、この協定に基づく業務に協力できる会員の連絡先を記載した名簿及び所有

するタクシー車両の台数一覧を毎年度１回、甲に提出するものとする。 

（秘密の保持） 

第９条 乙及び会員は、この協定に基づく業務を実施する上で、知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。 

（訓練への協力） 

第 10 条 乙及び会員は、平常時に甲が実施する訓練に協力するものとする。 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定める。 

（有効期間） 

第 12 条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から令和３年３月 31日までとする。ただし、協定

期間満了日の前にこの協定の解除又は変更について、甲と乙のいずれからも何らの意思表示がないとき

は、この協定は更に１年間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保管する。 

 

 令和３年２月１６日 

 

                            甲 名古屋市  

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

            代表者 名古屋市長 河村 たかし 

 

                            乙 名古屋タクシー協会 

                              名古屋市昭和区滝子町３０番１６号 

                              代表者 会 長   天野 清美 
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計画参考 43 災害時における応急対策業務に関する協定（市対市建設業協会）  

 

 （趣旨） 

第 1条 この協定は、災害時に名古屋市（以下「甲」という。）が名古屋市地域防災計画に基づきすみ

やかに応急対策が行えるよう、社団法人名古屋建設業協会（以下「乙」という。）が協力するにあた

り必要な事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 

第 2条 甲は、災害が発生し、または発生のおそれがあり、名古屋市のみでは十分な応急対策を実施す

ることができない場合は、乙に対し災害応急対策業務への協力を要請することができる。 

 （建設資機材等の提供） 

第 3条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し速やかに建設資機材、労力

等を提供するものとする。 

 （費用の負担） 

第 4条 乙が前条に基づく協力に要した費用は、甲が負担する。 

 （補償） 

第 5条 この協定に基づき応急措置の業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、も

しくは疾病にかかり、又は負傷したときは、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）の適用

のある場合を除き、消防団員等の災害補償に関する条例（昭和 36年名古屋市条例 10号）を適用し補

償する。 

 （協議） 

第 6条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方が協

議して定めるものとする。 

 2 この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲乙双方が協議して別に定めるものとする。 

 （附則） 

第 7条 この協定は平成 7年 11 月 20日から効力を発生する。 

 

  平成 7年 11 月 20 日 

 

 甲  名古屋市 

 代表者 名古屋市長  西 尾 武 喜   印 

 乙  名古屋市東区泉一丁目 13 番 34号 

 社団法人 名古屋建設業協会 

 会 長        姫 野 邦 夫   印 
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災害時における応急対策業務に関する協定の実施に関する細目協定（市対市建設業協会） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と社団法人名古屋建設業協会（以下「乙」という。）は、平成 7年

11 月 20 日をもって甲と乙との間に締結した「災害時における応急対策業務に関する協定」第 6 条第 2

項の規定に基づき、応急対策業務の実施に関する細目的事項について次のとおり協定を締結する。 

 （業務の内容） 

第 1条 甲が乙に協力を要請する業務は、道路、河川、公園、ため池等における被害状況の把握、被害

の拡大防止、損壊箇所の応急措置及び障害物の除去等（以下「業務」という。）とする。 

 （出動の要請） 

第 2条 甲は乙に対し、業務内容、日時、場所を指定して文書又は口頭により建設資機材、労力等（以

下「建設資機材等」という。）の提供を求めるものとする。ただし、状況により名古屋市災害対策本

部緑政土木部長、若しくは副部長、又は緑政土木部所属の各班長、若しくは土木隊長から、乙又は乙

に属する会員（以下「会員」という。）に対し、出動の要請をすることができるものとする。 

 2 甲は、前項の出動要請が不可能な場合は、乙及び会員に対し、公共放送等により出動を要請するも

のとする。 

 3 名古屋市内において震度 6弱以上の地震が発生した場合、又は東海地震注意情報が発表された場合

は第 7条の規定に基づき応急対策を担当する会員は、前 2項の規定にかかわらず、甲の出動要請を待

たずに直ちに出動し、業務を開始するものとする。 

 （業務の実施） 

第 3条 乙は、この協定に基づく出動要請があったときは、会員をして建設資機材等を甲の指定する場

所へ出動させ、業務を実施させるものとする。 

 2 会員は、出動後直ちに現場責任者の氏名、出動した時刻及び建設資機材等を当該業務を実施する場

所を管轄する土木隊長又は各班長（以下「隊長等」という。）に報告しなければならない。 

 （業務の指示） 

第 4条 業務の指示は隊長等が行い、会員はその指示に従うものとする。 

 2 災害現場に市職員が派遣されていない場合は、会員は自ら要請事項に従い業務を行うものとする。 

 （業務完了の報告） 

第 5条 会員は、業務が終了した時は、直ちに隊長等に報告するものとする。 

 （費用の請求及び支払い） 

第 6条 会員は、業務終了後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認後、速やかにその費用を支払うものとする。 

 （協力体制の報告） 

第７条 乙は、甲が名古屋市地域防災計画で定める地震時の緊急輸送道路のうち、路線と区間を指定し

てあらかじめ応急対策を担当する会員を定めることを要請した場合は、様式１及び工区図により甲に

報告するものとする。 

 2 乙は、甲がため池を指定してあらかじめ応急対策を担当する会員を定めることを要請した場合は、

様式２により甲に報告するものとする。 

 3 乙は、甲が各区の土木隊およびポンプ施設班に協力する会員をあらかじめ定めることを要請した場
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合は、様式 3により甲に報告するものとする。 

 4 乙は、甲が公園を指定してあらかじめ応急対策を担当する会員を定めることを要請した場合は、様

式４により甲に報告するものとする。 

 （建設資機材等の報告） 

第 8条 乙は、あらかじめ会員が保有する災害時に出動できる建設資機材等の数量を把握し、甲に報告

するものとする。 

 2 前項の建設資機材等に著しい変化があったとき、又は、甲の要求があった場合は、保有状況を速や

かに甲に報告するものとする。 

 （協議） 

第 9条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙双方が協議して定

めるものとする。 

 （附則） 

第 10 条 この協定は平成 7年 11 月 20 日から効力を発生する。 

 

  平成 7年 11 月 20 日 

 

 甲  名古屋市 

 代表者 名古屋市長  西 尾 武 喜   印 

 乙  名古屋市東区泉一丁目 13 番 34号 

 社団法人 名古屋建設業協会 

 会 長        姫 野 邦 夫   印 

   附 則 

 この協定は、平成 14年 12 月 1 日から施行する。 

 この協定は、平成 16年 2 月 15 日から施行する。 

 この協定は、平成 23年 8 月 30 日から施行する。 
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様式1 

緊急輸送道路応急対策担当会員報告書 

工区 

番号 
路線名 区  間 

延長 

(km) 
担当会社 住   所 電 話 
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様式2 

ため池応急対策担当会員報告書 

ため池名 担当会社 住     所 電   話 
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様式3 

土木隊等協力会員報告書 

 土 木 隊

ポ ン プ 施 設 班 
担当会社 住     所 電  話 
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様式4 

広域防災拠点となっている公園の応急対策担当会員報告書 

No. 
広域防災 

拠点名 

広域防災 

拠点住所 
構成公園等 

担当会員 

（会社名・住所・電話番号） 
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災害時における応急対策業務に関する協定（市対県建設業協会） 

 

 （趣旨） 

第 1条 この協定は、災害時に名古屋市（以下「甲」という。）が名古屋市地域防災計画に基づきすみ

やかに応急対策が行えるよう、社団法人愛知県建設業協会（以下「乙」という。）が協力するにあた

り必要な事項を定めるものとする。 

 （協力要請） 

第 2条 甲は、災害が発生し、または発生のおそれがあり、名古屋市のみでは十分な応急対策を実施す

ることができない場合は、乙に対し災害応急対策業務への協力を要請することができる。 

 （建設資機材等の提供） 

第 3条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し速やかに建設資機材、労力

等を提供するものとする。 

 （費用の負担） 

第 4条 乙が前条に基づく協力に要した費用は、甲が負担する。 

 （補償） 

第 5条 この協定に基づき応急措置の業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、も

しくは疾病にかかり、又は負傷したときは、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）の適用

のある場合を除き、消防団員等の災害補償に関する条例（昭和 36年名古屋市条例 10号）を適用し補

償する。 

 （協議） 

第 6条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方が協

議して定めるものとする。 

 2 この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲乙双方が協議して別に定めるものとする。 

 （附則） 

第 7条 この協定は平成 7年 11 月 20日から効力を発生する。 

 

  平成 7年 11 月 20 日 

 

 甲  名古屋市 

 代表者 名古屋市長  西 尾 武 喜   印 

 乙  名古屋市中区栄三丁目 28 番 21号 

                    社団法人 愛知県建設業協会 

 会 長        杉 浦   弘   印 
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災害時における応急対策業務に関する協定の実施に関する細目協定（市対県建設業協会） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と社団法人愛知県建設業協会（以下「乙」という。）は、平成 7年

11 月 20 日をもって甲と乙との間に締結した「災害時における応急対策業務に関する協定」第 6 条第 2

項の規定に基づき、応急対策業務の実施に関する細目的事項について次のとおり協定を締結する。 

 （業務の内容） 

第 1条 甲が乙に協力を要請する業務は、道路、河川、ため池等における被害状況の把握、被害の拡大

防止、損壊箇所の応急措置及び障害物の除去等（以下「業務」という。）とする。 

 （出動の要請） 

第 2条 甲は乙に対し、業務内容、日時、場所を指定して文書又は口頭により建設資機材、労力等（以

下「建設資機材等」という。）の提供を求めるものとする。ただし、状況により名古屋市災害対策本

部土木部長、又は土木部所属の各班長、隊長から、乙又は乙に属する会員（以下「会員」という。）

に対し、出動の要請をすることができるものとする。 

 2 甲は、前項の出動要請が不可能な場合は、乙及び会員に対し、公共放送等により出動を要請するも

のとする。 

 3 名古屋市内において震度 6以上の地震が発生した場合、第７条の規定に基づき報告した応急対策担

当の会員は、前 2項の規定に係わらず、甲の出動要請を待たずに直ちに出動し、業務を開始するもの

とする。 

 （業務の実施） 

第 3条 乙は、この協定に基づく出動要請があったときは、会員をして建設資機材等を甲の指定する場

所へ出動させ、業務を実施させるものとする。 

 2 会員は、出動後直ちに現場責任者の氏名、出動した時刻及び建設資機材等を当該業務を実施する場

所を管轄する土木作業隊長又はポンプ施設班長（以下「隊長等」という。）に報告しなければならな

い。 

 （業務の指示） 

第 4条 業務の指示は隊長等が行い、会員はその指示に従うものとする。 

 2 災害現場に市職員が派遣されていない場合は、会員は自ら要請事項に従い業務を行うものとする。 

 （業務完了の報告） 

第 5条 会員は、業務が終了した時は、直ちに隊長等に報告するものとする。 

 （費用の請求及び支払い） 

第 6条 会員は、業務終了後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

 2 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認後、速やかにその費用を支払うものとする。 

 （協力体制の報告） 

第 7条 乙は、甲が名古屋市地域防災計画で定める地震時の緊急道路のうち、路線と区間を指定してあ

らかじめ応急対策を担当する会員を定めることを要請した場合は、様式 1及び工区図により甲に報告

するものとする。 

 2 乙は、甲がため池を指定してあらかじめ応急対策を担当する会員を定めることを要請した場合は、

様式２により甲に報告するものとする。 
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 3 乙は、甲が各区の土木作業隊およびポンプ施設班に協力する会員をあらかじめ定めることを要請し

た場合は、様式 3により甲に報告するものとする。 

 （建設資機材等の報告） 

第 8条 乙は、あらかじめ会員が保有する災害時に出動できる建設資機材等の数量を把握し、甲に報告

するものとする。 

 2 前項の建設資機材等に著しい変化があったとき、又は、甲の要求があった場合は、保有状況を速や

かに甲に報告するものとする。 

 （協議） 

第 9条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙双方が協議して定

めるものとする。 

 （附則） 

第 10 条 この協定は平成 7年 11 月 20 日から効力を発生する。 

 

  平成 7年 11 月 20 日 

 

 甲  名古屋市 

                    代表者 名古屋市長  西 尾 武 喜   印 

 乙  名古屋市中区栄三丁目 28 番 21 号 

 社団法人 愛知県建設業協会 

 会 長         杉 浦   弘   印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 789 - 

様式1 

緊急道路応急対策担当会員報告書 

工区 

番号 
路線名 区    間 

延長 

(km) 
担当会社 住    所 電 話 
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様式2 

ため池応急対策担当会員報告書 

ため池名 担当会社 住     所 電 話 
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様式3 

土木作業隊等協力会員報告書 

土 木 作 業 隊 

ポ ン プ 施 設 班 
担当会社 住     所 電 話 
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災害時における緊急的な災害応急対策業務の支援に関する協定 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と社団法人愛知県測量設計業協会（以下「乙」という。）及び社団

法人建設コンサルタンツ協会中部支部（以下「丙」という。）とは、災害時における道路施設及び河川

施設等の緊急的な災害応急対策の支援に関する測量・調査設計業務に関し、次のとおり協定する。 

 （目的） 

第 1条 この協定は、甲が管理する道路施設及び河川施設等（以下「所管施設」という。）について発

生した災害に関し、緊急的な災害応急対策を講ずるに当たり、甲、乙、丙が協力し、もって、被害の

拡大の防止と被災所管施設の早期復旧に資することを目的とする。 

 （協力要請） 

第 2条 甲は、災害が発生し、甲単独では十分に緊急的な災害応急対策を実施することができない場合

は、乙及び丙に対し協力を要請することができる。 

 （業務の内容） 

第 3条 甲が乙及び丙に協定を要請する業務は、所管施設の被害状況の調査・記録、応急対策について

の助言等とする。 

 （技術者等の確保） 

第 4条 乙及び丙は、緊急的な災害応急対策を早急に実施できるよう、予め必要な技術者を確保し、そ

の実施体制を定め甲に報告するものとする。 

 （業務の実施体制） 

第 5条 前条に基づき甲に報告する所管施設についての緊急的な災害応急対策の実施体制は、乙及び丙

の会員による編成表及び連絡系統とし、編成表には動員できる会員等を記載するものとする。 

  なお、乙及び丙は編成表及び連絡系統については、年度当初に見直しを行い、甲に報告するものと

する。また、甲から要請があったときには、速やかに最新情報を提供するものとする。 

 （その他） 

第 6条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙、丙が協

議してこれを定めるものとする。 

 

 この協定の証として、本書３通を作成し、甲、乙、丙がそれぞれ 1通を保有するものとする。 

平成 15年 3 月 20 日 

甲  名古屋市 

     代表者 名古屋市長  松 原 武 久 

乙  社団法人 愛知県測量設計業協会 

     会 長        石 田 弘 幸 

丙  社団法人 建設コンサルタンツ協会中部支部 

  支部長        石 井 晃 一 

 

附 則 

この協定は、平成 15年 4月 1日から施行する。 
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災害時における緊急的な災害応急対策業務の支援に関する協定の実施に関する細目協定 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と社団法人愛知県測量設計業協会（以下「乙」という。）及び社団

法人建設コンサルタンツ協会中部支部（以下「丙」という。）は、平成 15年 3月 20 日をもって甲、乙

及び丙との間に締結した「災害時における緊急的な災害応急対策業務の支援に関する協定」の第 6条の

規定に基づき、災害応急対策業務の支援に関する細目事項について、次のとおり協定を締結する。 

 （業務の内容） 

第 1条 甲が乙に協力を要請する業務は以下のとおりとする。 

 (1) 甲が所管する公共土木施設の災害復旧工事に係る測量及び設計支援に関すること。 

 2 甲が丙に協力を要請する業務は以下のとおりとする。 

 (1) 甲が所管する橋梁の災害復旧工事に係る測量及び設計支援に関すること。 

 (2) 甲が所管する橋梁の緊急点検に関すること。 

 （出動の要請） 

第 2条 甲は、乙及び丙に対し、文書又は口頭により出動を要請するものとする。ただし状況により、

名古屋市災害対策本部緑政土木部所属の部長、各副部長、部員、班長及び班員から出動を要請できる

ものとする。 

 （業務の指示） 

第 3条 乙に所属する会員に対する業務の指示は、緑政土木局道路部、河川部、緑地部及び東山総合公

園所属の課長又は土木事務所長（以下「課長等」という。）が行う。 

 2 丙に所属する会員に対する業務の指示は、橋梁課長又は土木事務所長が行う。 

 3 乙及び丙に所属する会員（以下「会員」という。）は、課長等からの指示に従い、業務を行うもの

とする。また、会員は業務場所に本市職員が派遣されていない場合においても、指示事項に従い、業

務を行うものとする。 

 （業務の実施） 

第 4条 乙及び丙は、この協定に基づき業務の指示があったときは、速やかに業務を実施するものとす

る。 

 （業務完了の報告） 

第 5条 会員は、業務が完了したときは当該業務を指示した課長等にその旨報告するものとする。 

 （費用の請求及び支払い） 

第 6条 会員は、業務完了後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

 2 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認後、速やかにその費用を支払うものとする。 

 （協議） 

第 7条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義を生じた場合は、甲、乙及び丙が協議し

て定めるものとする。 

 （附則） 

第 8条 この協定は平成 20 年 4月 1日から効力を発生する。 
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計画参考 43-2 災害時における応急対策業務に関する協定の市設建築物に係る実施の細目協定（市対市

建設業協会） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と社団法人名古屋建設業協会（以下「乙」という。）は、平成 7年 11

月 20 日をもって甲と乙との間に締結した災害時における応急対策業務に関する協定（以下「協定」とい

う。）第６条第２項の規定に基づき、応急対策業務の実施に関する細目的事項について次のとおり細目協

定を締結する。 

 

 （業務の内容） 

第１条 甲が乙に協力を要請する業務は、名古屋市地域防災計画に掲げる防災拠点施設のうち、避難所と

なる市設建築物を対象とし、次の各号に掲げるものとする。 

（１）施設の被害状況の確認（被害状況調査）及び危険性のある飛散物の片付けなど確認の際に行う当面

の安全対策（被害拡大防止のための緊急対応）。 

（２）防災拠点施設として最低限の機能の確保をするための応急修繕。 

 

（要請の方法） 

第２条 協定第２条に基づく協力要請は、名古屋市災害対策本部住宅都市部営繕班から、乙又は乙に属す

る会員（以下「会員」という。）に対し、業務概要、日時、場所を指定して文書又は口頭により行うも

のとする。 

 

 （業務の実施） 

第３条 乙は、協力要請があったときは、会員をして速やかに甲の指定する場所へ出動させ、業務を実施

させるものとする。 

２ 会員は、出動後直ちに現場責任者の氏名、出動した時刻等を、施設管理者に報告しなければならない。 

 

 （業務の指示） 

第４条 業務の指示は施設管理者が行い、会員はその指示に従うものとする。 

 

 （業務の報告） 

第５条 会員は、業務が終了した時は、直ちに施設管理者に報告するものとする。 

 

 （費用の負担） 

第６条 乙が第１条に掲げる業務に要した費用のうち、同条第２号にかかる費用については、協定第４条

の規定に基づき、甲の負担とする。 

  ただし、第１条第１号にかかる費用については、協定第４条の規定にかかわらず、乙が負担する。 

 

 （費用の請求及び支払い） 

第７条 乙は、前条にもとづいて甲に対し費用を請求する場合、その請求は業務終了後に行うものとする。

この場合の請求の手続については、会員から各施設管理者に対し行うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認後、速やかにその費用を支払うものとする。 
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 （協力体制の報告） 

第８条 乙は、災害時に出動できる会員の名簿、災害時の連絡系統その他応急修理の実施に関して甲が事

前に報告を要請した事項（以下「実施体制等」という。）をあらかじめ甲に報告しておくものとする。 

２ 乙は、前項の実施体制等を改正した場合は、速やかに甲に報告するものとする。 

 

 （協議） 

第９条 この細目協定に定めのない事項又はこの細目協定の解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方

が協議して定めるものとする。 

 

 （附則） 

第１０条 この細目協定は平成 22年 12 月 9日から効力を発生する。 

 

  平成 22 年 12 月 9 日 

 

甲  名古屋市 

代表者 名古屋市長 河 村 た か し  

 

乙  名古屋市東区泉一丁目 13 番 34 号 

社団法人 名古屋建設業協会 

                     会  長      山 田 厚 志  
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計画参考 43-3 災害時における応急対策業務に関する協定（市対４団体） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と一般社団法人名古屋設備業協会（以下「乙」という。）とは、災害

時における防災拠点施設の応急対策業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害時に防災拠点施設となる市設建築物において、給排水設備に被害が発生した場

合に、その機能を速やかに回復するため、甲と乙が協力し、損壊箇所の早期復旧を行うことを目的とす

る。 

       

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、または発生のおそれがあり、迅速な災害応急対策の実施のために乙の協力

が必要となる場合、乙に対し災害応急対策業務への協力を要請することができる。 

 

 （対象施設） 

第３条 この協定に基づき、災害応急対策業務を行う施設は、名古屋市地域防災計画に掲げる防災拠点施

設のうち、避難所となる市設建築物とする。 

 

（業務の内容）            

第４条 甲が乙に協力を要請する業務は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）防災拠点施設の給排水設備が機能しているかの確認（被害状況調査）、及び確認の際に行 

  う止水等の安全対策（被害拡大防止のための緊急対応）。 

（２）防災拠点施設として最低限の機能の確保をするための応急修繕。 

       

（要請の方法） 

第５条 この協定にもとづく協力要請は、名古屋市災害対策本部住宅都市部営繕班から、乙又は乙に属す

る会員（以下「会員」という。）に対し、業務概要、日時、場所を指定して文書又は口頭により行うも

のとする。 

 

 （業務の実施） 

第６条 乙は、協力要請があったときは、会員をして速やかに甲の指定する場所へ出動させ、業務を実施

させるものとする。 

２ 会員は、出動後直ちに現場責任者の氏名、出動した時刻等を、施設管理者に報告しなければならない。 

 

 （業務の指示） 

第７条 業務の指示は施設管理者が行い、会員はその指示に従うものとする。 

 

 （業務の報告） 

第８条 会員は、業務が終了した時は、直ちに施設管理者に報告するものとする。 



 

- 797 - 

 （費用の負担） 

第９条 乙が第４条に掲げる業務に要した費用のうち、同条第１号にかかる費用については、乙の負担と

し、同条第２号にかかる費用については甲が負担する。 

 

 （費用の請求及び支払い） 

第１０条 乙は、前条にもとづいて甲に対し費用を請求する場合、その請求は業務終了後に行うものとす

る。この場合の請求の手続については、会員から各施設管理者に対し行うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認後、速やかにその費用を支払うものとする。 

 

 （協力体制の報告） 

第１１条 乙は、災害時に出動できる会員の名簿、災害時の連絡系統その他応急修理の実施に関して甲が

事前に報告を要請した事項（以下「実施体制等」という。）をあらかじめ甲に報告しておくものとする。 

２ 乙は、前項の実施体制等を改正した場合は、速やかに甲に報告するものとする。 

 

 （補償） 

第１２条 この協定に基づき応急対策業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、もし

くは疾病にかかり、又は負傷したときは、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）の適用のあ

る場合を除き、消防団員等の災害補償に関する条例（昭和 36年名古屋市条例 10号）の規定により補償

する。 

 

 （協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方が協

議して定めるものとする。 

２ この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲乙双方が協議して別に定めるものとする。 

 

 （附則） 

第１４条 この協定は平成 22年 5月 26 日から効力を発生する。 

 

  平成 22 年 5月 26 日 

 

甲  名古屋市 

代表者 名古屋市長 河 村 た か し 

 

乙  名古屋市中区丸の内三丁目 14番 11 号 

一般社団法人 名古屋設備業協会 

                          会  長      稗 田 政 幸  
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災害時における応急対策業務に関する協定 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と一般社団法人名古屋電気工事業経営協会（以下「乙」という。）と

は、災害時における防災拠点施設の応急対策業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害時に防災拠点施設となる市設建築物において、電気設備に被害が発生した場合

に、その機能を速やかに回復するため、甲と乙が協力し、損壊箇所の早期復旧を行うことを目的とする。 

       

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、または発生のおそれがあり、迅速な災害応急対策の実施のために乙の協力

が必要となる場合、乙に対し災害応急対策業務への協力を要請することができる。 

 

 （対象施設） 

第３条 この協定に基づき、災害応急対策業務を行う施設は、名古屋市地域防災計画に掲げる防災拠点施

設のうち、避難所となる市設建築物とする。 

 

（業務の内容）            

第４条 甲が乙に協力を要請する業務は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）防災拠点施設の電気設備が機能しているかの確認（被害状況調査）、及び確認の際に行 

  う電源処置等の安全対策（被害拡大防止のための緊急対応）。 

（２）防災拠点施設として最低限の機能の確保をするための応急修繕。 

       

（要請の方法） 

第５条 この協定にもとづく協力要請は、名古屋市災害対策本部住宅都市部営繕班から、乙又は乙に属す

る会員（以下「会員」という。）に対し、業務概要、日時、場所を指定して文書又は口頭により行うも

のとする。 

 

 （業務の実施） 

第６条 乙は、協力要請があったときは、会員をして速やかに甲の指定する場所へ出動させ、業務を実施

させるものとする。 

２ 会員は、出動後直ちに現場責任者の氏名、出動した時刻等を、施設管理者に報告しなければならない。 

 

 （業務の指示） 

第７条 業務の指示は施設管理者が行い、会員はその指示に従うものとする。 

 

 （業務の報告） 

第８条 会員は、業務が終了した時は、直ちに施設管理者に報告するものとする。 
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 （費用の負担） 

第９条 乙が第４条に掲げる業務に要した費用のうち、同条第１号にかかる費用については、乙の負担と

し、同条第２号にかかる費用については甲が負担する。 

 

 （費用の請求及び支払い） 

第１０条 乙は、前条にもとづいて甲に対し費用を請求する場合、その請求は業務終了後に行うものとす

る。この場合の請求の手続については、会員から各施設管理者に対し行うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認後、速やかにその費用を支払うものとする。 

 

 （協力体制の報告） 

第１１条 乙は、災害時に出動できる会員の名簿、災害時の連絡系統その他応急修理の実施に関して甲が

事前に報告を要請した事項（以下「実施体制等」という。）をあらかじめ甲に報告しておくものとする。 

２ 乙は、前項の実施体制等を改正した場合は、速やかに甲に報告するものとする。 

 

 （補償） 

第１２条 この協定に基づき応急対策業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、もし

くは疾病にかかり、又は負傷したときは、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）の適用のあ

る場合を除き、消防団員等の災害補償に関する条例（昭和 36年名古屋市条例 10号）の規定により補償

する。 

 

 （協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方が協

議して定めるものとする。 

２ この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲乙双方が協議して別に定めるものとする。 

 

 （附則） 

第１４条 この協定は平成 22年 5月 26 日から効力を発生する。 

 

  平成 22 年 5月 26 日 

 

甲  名古屋市 

代表者 名古屋市長 河 村 た か し 

   

乙  名古屋市中区富士見町５番３１号 

一般社団法人 名古屋電気工事業経営協会 

                          代表理事      村 上 秀 樹  

  



 

- 800 - 

災害時における応急対策業務に関する協定 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と一般社団法人愛知県空調衛生工事業協会（以下「乙」という。）と

は、災害時における防災拠点施設の応急対策業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害時に防災拠点施設となる市設建築物において、給排水設備に被害が発生した場

合に、その機能を速やかに回復するため、甲と乙が協力し、損壊箇所の早期復旧を行うことを目的とす

る。 

       

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、または発生のおそれがあり、迅速な災害応急対策の実施のために乙の協力

が必要となる場合、乙に対し災害応急対策業務への協力を要請することができる。 

 

 （対象施設） 

第３条 この協定に基づき、災害応急対策業務を行う施設は、名古屋市地域防災計画に掲げる防災拠点施

設のうち、避難所となる市設建築物とする。 

 

（業務の内容）            

第４条 甲が乙に協力を要請する業務は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）防災拠点施設の給排水設備が機能しているかの確認（被害状況調査）、及び確認の際に行 

  う止水等の安全対策（被害拡大防止のための緊急対応）。 

（２）防災拠点施設として最低限の機能の確保をするための応急修繕。 

       

（要請の方法） 

第５条 この協定にもとづく協力要請は、名古屋市災害対策本部住宅都市部営繕班から、乙又は乙に属す

る会員（以下「会員」という。）に対し、業務概要、日時、場所を指定して文書又は口頭により行うも

のとする。 

 

 （業務の実施） 

第６条 乙は、協力要請があったときは、会員をして速やかに甲の指定する場所へ出動させ、業務を実施

させるものとする。 

２ 会員は、出動後直ちに現場責任者の氏名、出動した時刻等を、施設管理者に報告しなければならない。 

 

 （業務の指示） 

第７条 業務の指示は施設管理者が行い、会員はその指示に従うものとする。 

 

 （業務の報告） 

第８条 会員は、業務が終了した時は、直ちに施設管理者に報告するものとする。 
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 （費用の負担） 

第９条 乙が第４条に掲げる業務に要した費用のうち、同条第１号にかかる費用については、乙の負担と

し、同条第２号にかかる費用については甲が負担する。 

 

 （費用の請求及び支払い） 

第１０条 乙は、前条にもとづいて甲に対し費用を請求する場合、その請求は業務終了後に行うものとす

る。この場合の請求の手続については、会員から各施設管理者に対し行うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認後、速やかにその費用を支払うものとする。 

 

 （協力体制の報告） 

第１１条 乙は、災害時に出動できる会員の名簿、災害時の連絡系統その他応急修理の実施に関して甲が

事前に報告を要請した事項（以下「実施体制等」という。）をあらかじめ甲に報告しておくものとする。 

２ 乙は、前項の実施体制等を改正した場合は、速やかに甲に報告するものとする。 

 

 （補償） 

第１２条 この協定に基づき応急対策業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、もし

くは疾病にかかり、又は負傷したときは、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）の適用のあ

る場合を除き、消防団員等の災害補償に関する条例（昭和 36年名古屋市条例 10号）の規定により補償

する。 

 

 （協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方が協

議して定めるものとする。 

２ この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲乙双方が協議して別に定めるものとする。 

 

 （附則） 

第１４条 この協定は平成 22年 8月 6日から効力を発生する。 

 

  平成 22 年 8月 6日 

 

甲  名古屋市 

代表者 名古屋市長 河 村 た か し   

 

乙  名古屋市中区錦一丁目７番３１号 

一般社団法人 愛知県空調衛生工事業協会 

会  長      土 川   章     
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災害時における応急対策業務に関する協定 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と社団法人愛知電業協会（以下「乙」という。）とは、災害時におけ

る防災拠点施設の応急対策業務に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、災害時に防災拠点施設となる市設建築物において、電気設備に被害が発生した場合

に、その機能を速やかに回復するため、甲と乙が協力し、損壊箇所の早期復旧を行うことを目的とする。 

       

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、または発生のおそれがあり、迅速な災害応急対策の実施のために乙の協力

が必要となる場合、乙に対し災害応急対策業務への協力を要請することができる。 

 

 （対象施設） 

第３条 この協定に基づき、災害応急対策業務を行う施設は、名古屋市地域防災計画に掲げる防災拠点施

設のうち、避難所となる市設建築物とする。 

 

（業務の内容）            

第４条 甲が乙に協力を要請する業務は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）防災拠点施設の電気設備が機能しているかの確認（被害状況調査）、及び確認の際に行 

  う電源処置等の安全対策（被害拡大防止のための緊急対応）。 

（２）防災拠点施設として最低限の機能の確保をするための応急修繕。 

       

（要請の方法） 

第５条 この協定にもとづく協力要請は、名古屋市災害対策本部住宅都市部営繕班から、乙又は乙に属す

る会員（以下「会員」という。）に対し、業務概要、日時、場所を指定して文書又は口頭により行うも

のとする。 

 

 （業務の実施） 

第６条 乙は、協力要請があったときは、会員をして速やかに甲の指定する場所へ出動させ、業務を実施

させるものとする。 

２ 会員は、出動後直ちに現場責任者の氏名、出動した時刻等を、施設管理者に報告しなければならない。 

 

 （業務の指示） 

第７条 業務の指示は施設管理者が行い、会員はその指示に従うものとする。 

 

 （業務の報告） 

第８条 会員は、業務が終了した時は、直ちに施設管理者に報告するものとする。 
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 （費用の負担） 

第９条 乙が第４条に掲げる業務に要した費用のうち、同条第１号にかかる費用については、乙の負担と

し、同条第２号にかかる費用については甲が負担する。 

 

 （費用の請求及び支払い） 

第１０条 乙は、前条にもとづいて甲に対し費用を請求する場合、その請求は業務終了後に行うものとす

る。この場合の請求の手続については、会員から各施設管理者に対し行うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認後、速やかにその費用を支払うものとする。 

 

 （協力体制の報告） 

第１１条 乙は、災害時に出動できる会員の名簿、災害時の連絡系統その他応急修理の実施に関して甲が

事前に報告を要請した事項（以下「実施体制等」という。）をあらかじめ甲に報告しておくものとする。 

２ 乙は、前項の実施体制等を改正した場合は、速やかに甲に報告するものとする。 

 

 （補償） 

第１２条 この協定に基づき応急対策業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、もし

くは疾病にかかり、又は負傷したときは、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）の適用のあ

る場合を除き、消防団員等の災害補償に関する条例（昭和 36年名古屋市条例 10号）の規定により補償

する。 

 

 （協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方が協

議して定めるものとする。 

２ この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲乙双方が協議して別に定めるものとする。 

 

 （附則） 

第１４条 この協定は平成 22年 8月 6日から効力を発生する。 

 

  平成 22 年 8月 6日 

 

甲  名古屋市 

代表者 名古屋市長 河 村 た か し 

 

乙  名古屋市中区栄三丁目１５番２７号 

   ＣＯＩ名古屋プラザビル７階 

社団法人 愛知電業協会 

                          会  長      越 智   洋 
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計画参考 43-4 大規模地震時における避難所の応急危険度判定業務に関する協定（市対 2 団体） 

 

 名古屋市(以下「甲」という。）と公益社団法人愛知県建築士事務所協会(以下「乙」という。）は、大

規模地震時における避難所の応急危険度判定業務等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的） 

第１条 この協定は、大規模地震時に甲が指定している避難所において、余震等による被災後の人

命に関わる二次的災害を防止するため、甲と乙が協力し、応急危険度判定業務を迅速かつ的確

に対応することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「会員」とは、乙に属する者のうち、被災建築物応急危険度判定士に

登録し、甲の行う避難所の応急危険度判定業務に協力する者をいう。 

 

 (地震発生時の協力要請） 

第３条 甲は避難所開設時の安全確認の結果により、応急危険度判定が必要であると判断し、乙

の協力が必要となる場合は、乙に対し協力を要請することができる。 

２ 乙は要請があった場合は、甲に協力する。 

３ 乙は地震発生時に甲の要請に即応するため、あらかじめ、会員名簿の整備に協力する。 

 

(災害対策活動への協力要請） 

第４条 甲は乙に対し、区役所等が実施する防災訓練への講師派遣を依頼することができる。 

 

(要請の方法） 

第５条 第３条第 1 項に規定する協力要請は、甲から乙に対し、文書、口頭又は電子メール等により、

日時、場所等を指定して参集要請を行うものとする。 

２ 名古屋市内において震度６弱以上の地震が発生した場合は、乙は前項の参集要請があったも

のとみなして名古屋市役所又はあらかじめ甲が指定した場所に参集する。 

 

(業務の内容） 

第６条 第３条第１項の規定に基づき甲が乙に協力を要請する業務は、次の各号に掲げるものとす

る。 

 (１) 応急危険度判定と使用可否の説明 

 (２) 応急措置が必要な場合の指示内容の教示 

 

(業務の実施） 

第７条 乙は第３条第 1 項に規定する協力要請があったときは、会員を派遣し、甲に設置される災害

対策本部の指示に従い応急危険度判定の業務を実施させる。 
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(補償） 

第８条 甲は、会員及び第４条の規定により講師として派遣される者（以下この条において「会員等」

という。）に以下の事態が発生した場合に備えて、保険加入等の補償に必要な措置を講ずる。 

(１） 会員等が、この協定に基づき応急危険度判定等の業務に従事中に、死亡又は負傷した場合 

(２） 会員等が、前号に規定する業務に従事中に、故意又は重大な過失によらずに第三者に損

害を与え、損害賠償の責任を負うこととなった場合 

２ 前項に規定する保険に関する事務は甲が行うこととし、乙はそれに協力する。 

 

 (協議） 

第９条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方

が協議して定めるものとする。 

 

(附則） 

 この協定は平成２８年３月２２日から効力を発生する。なお、平成２５年８月１日付けの協定

は廃止する。 

 

 

 平成２８年３月 22 日 

 

                   甲  名古屋市 

                       代表者  名古屋市長   河 村  た か し                   

 

 

                   乙  名古屋市中区錦一丁目１８番２４号 

                       公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 

会  長            朝  岡   市  郎 
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大規模地震時における避難所の応急危険度判定業務に関する協定 

 

 名古屋市(以下「甲」という。）と公益社団法人愛知建築士会(以下「乙」という。）は、大規模地震時

における避難所の応急危険度判定業務等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

(目的） 

第１条 この協定は、大規模地震時に甲が指定している避難所において、余震等による被災後の人

命に関わる二次的災害を防止するため、甲と乙が協力し、応急危険度判定業務を迅速かつ的確

に対応することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において「会員」とは、乙に属する者のうち、被災建築物応急危険度判定士に

登録し、甲の行う避難所の応急危険度判定業務に協力する者をいう。 

 

 (地震発生時の協力要請） 

第３条 甲は避難所開設時の安全確認の結果により、応急危険度判定が必要であると判断し、乙

の協力が必要となる場合は、乙に対し協力を要請することができる。 

２ 乙は要請があった場合は、甲に協力する。 

３ 乙は地震発生時に甲の要請に即応するため、あらかじめ、会員名簿の整備に協力する。 

 

(災害対策活動への協力要請） 

第４条 甲は乙に対し、区役所等が実施する防災訓練への講師派遣を依頼することができる。 

 

(要請の方法） 

第５条 第３条第 1 項に規定する協力要請は、甲から乙に対し、文書、口頭又は電子メール等により、

日時、場所等を指定して参集要請を行うものとする。 

２ 名古屋市内において震度６弱以上の地震が発生した場合は、乙は前項の参集要請があったも

のとみなして名古屋市役所又はあらかじめ甲が指定した場所に参集する。 

 

(業務の内容） 

第６条 第３条第１項の規定に基づき甲が乙に協力を要請する業務は、次の各号に掲げるものとす

る。 

 (１) 応急危険度判定と使用可否の説明 

 (２) 応急措置が必要な場合の指示内容の教示 

 

(業務の実施） 

第７条 乙は第３条第 1 項に規定する協力要請があったときは、会員を派遣し、甲に設置される災害

対策本部の指示に従い応急危険度判定の業務を実施させる。 
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(補償） 

第８条 甲は、会員及び第４条の規定により講師として派遣される者（以下この条において「会員等」

という。）に以下の事態が発生した場合に備えて、保険加入等の補償に必要な措置を講ずる。 

(１） 会員等が、この協定に基づき応急危険度判定等の業務に従事中に、死亡又は負傷した場合 

(２） 会員等が、前号に規定する業務に従事中に、故意又は重大な過失によらずに第三者に損

害を与え、損害賠償の責任を負うこととなった場合 

２ 前項に規定する保険に関する事務は甲が行うこととし、乙はそれに協力する。 

 

 (協議） 

第９条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方

が協議して定めるものとする。 

 

(附則） 

 この協定は平成２８年３月２２日から効力を発生する。 

 

 平成２８年３月２２日 

 

                   甲  名古屋市 

                       代表者  名古屋市長   河 村  た か し                   

 

 

                   乙  名古屋市中区栄二丁目１０番１９号 

                       公益社団法人 愛知建築士会 

会  長            廣  瀬   高  保 
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計画参考 43-5 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書 

 

名古屋市（以下「甲」という。）及び独立行政法人住宅金融支援機構（以下「乙」という。）は、地震、

風水害等の災害発生時において被災した市民の住宅の早期復興に資するため、名古屋市地域防災計画に

基づき甲が実施する施策に対する乙の協力に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 (住宅相談窓口の開設) 

第1条 乙は、甲からの協力要請に応じて、「住宅相談窓口」を速やかに開設し、被災した市民からの住

宅再建及び住宅ローンの返済に関する相談に対応し、市民の住宅の早期復興を支援するものとする。 

2 甲は、前項の「住宅相談窓口」の開設及び運営に当たって、必要に応じ、場所の確保その他乙から

要請を受けた事項について、乙に協力するものとする。 

 

（職員の派遣） 

第2条 乙は、前条第1項の相談に対応するため、職員を派遣するものとする。 

2 乙は、前条第 1 項の相談への対応のほか、甲から市民の住宅の早期復興を支援するため特に要請を

受けたときは、甲と協議の上、職員を派遣する。 

 

（住宅ローン返済中の市民への支援） 

第 3 条 乙は、乙の住宅ローンを返済中に被災した市民に対して、当該住宅ローンの支払の猶予や返済

期間の延長等の措置を諸規定に従って講ずるものとする。 

 

（周知） 

第 4 条 乙は、乙の災害復興住宅融資の実施、第 1 条の「住宅相談窓口」の開設及び前条の措置につい

て、被災した市民に対して積極的に周知するものとする。 

2 甲は、前項の周知に協力するものとする。 

 

（施策実施上の課題等の調整） 

第 5 条 甲及び乙は、災害時における住宅の早期復興に資するため、甲が実施する施策により乙の融資

等において課題が生じるおそれがあるときは早期に協議を行うものとする。 

 

（情報の交換） 

第6条 甲及び乙は、次の情報を適時適確に交換するものとする。 

一 被災した住宅の再建、住宅の事前防災対策等に関する甲の施策及び乙の融資制度 

二 災害発生時における住宅の被害状況と被災した市民からの住宅復興等に関する要望 

三 その他住宅の早期復興への支援に関し必要な事項 

2 甲及び乙は、前項の情報交換を行うための連絡窓口をそれぞれ設置するものとす 

る。 

 

（協議） 

第 7 条 この協定に定めるもののほか、被災した市民の住宅の早期復興支援に当たり必要な事項につい

ては、その都度、甲及び乙が十分な協議の上、定めるものとする。 
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（適用） 

第8条 この協定は、平成27年12月14日から適用する。 

  なお、名古屋市長と住宅金融公庫名古屋支店長との間で締結した平成18年3月 

31日付け「災害時における住宅復興に向けた協力にかかる基本協定書」は廃止す 

る。 

 

この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。 

 

   平成27年12月14日 

 

 

        甲  名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 

            名 古 屋 市 

             名古屋市長      河村 たかし  印 

 

        乙  東京都文京区後楽一丁目4番10号 

独立行政法人住宅金融支援機構 

             理事長        加藤 利男   印 
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計画参考 43-6 災害時における緊急的な災害応急対策業務の支援に関する協定（市対市測量設計業協会） 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と、一般社団法人名古屋市測量設計業協会（以下「乙」という。）は、災害時におけ

る道路施設及び河川施設等の緊急的な災害応急対策の支援に関する測量・調査設計業務（以下「業務」という。）に関

し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が管理する道路施設及び河川施設等（以下「所管施設」という。）について発生した災害に関

し、緊急的な災害応急対策を講ずるに当たり、甲、乙が協力し、もって被害の拡大の防止と被災所管施設の早期復

旧に資することを目的とする。 

 （協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、甲単独では十分に緊急的な災害応急対策を実施することができない場合は、乙に対し協

力を要請することができる。 

 （業務の内容） 

第３条 甲が乙に協力を要請する業務は、所管施設の被害状況の把握等、災害応急対策についての支援とする。 

 （技術者等の確保） 

第４条 乙は、緊急的な災害応急対策を早急に実施できるよう、予め必要な技術者等を確保し、その実施体制を定め甲

に報告するものとする。 

 （業務の実施体制） 

第５条 前条に基づき甲に報告する所管施設についての緊急的な災害応急対策の実施体制は、乙の会員による編成表及

び連絡系統とし、編成表には動員できる会員等を記載するものとする。 

    なお、乙は編成表及び連絡系統については、年度当初に見直しを行い、甲に報告するものとする。また、甲か

ら要請があったときには、速やかに最新情報を提供するものとする。 

（その他） 

第６条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙が協議してこれを定める

ものとする。 

 この協定締結の証として、本書を２通作成し、甲、乙が記名押印のうえ、それぞれ１通を保有するものとする。 

 

平成２６年 １月３０日 

 

甲 名古屋市 

代表者 名古屋市長  河 村 た か し 

 

乙 一般社団法人 名古屋市測量設計業協会 

会 長   今 村 鐘 年 

  附 則 

 この協定は、平成２６年 １月３０日から施行する。 
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災害時における緊急的な災害応急対策業務の支援に関する協定の実施に関する細目協定 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と、一般社団法人名古屋市測量設計業協会（以下「乙」という。）は、平成２６年 １

月３０日をもって、甲、乙との間に締結した「災害時における緊急的な災害応急対策業務の支援に関する協定」の第６

条の規定に基づき、災害応急対策業務の支援に関する細目事項について、次のとおり協定を締結する。 

 

（業務の内容） 

第１条 甲が乙に協力を要請する業務は、甲が所管する公共土木施設の被害状況の調査・記録等、災害復旧工事に係る

測量及び設計支援に関することとする。 

 （出動の要請） 

第２条 甲は、乙に対し、文書又は口頭により出動を要請するものとする。ただし状況により、名古屋市災害対策本部

緑政土木部所属の部長、各副部長、部員、班長及び班員から出動を要請できるものとする。 

 （業務の指示） 

第３条 乙に所属する会員（以下「会員」という。）に対する業務の指示は、緑政土木局路政部、道路建設部、河川部、

緑地部及び東山総合公園所属の課長又は土木事務所長（以下「課長等」という。）が行う。会員は、課長等からの指

示に従い、業務を行うものとする。また、会員は業務場所に本市職員が派遣されていない場合においても、指示事

項に従い、業務を行うものとする。 

 （業務の実施） 

第４条 乙は、この協定に基づき業務の指示があったときは、速やかに業務を実施するものとする。 

 （業務完了の報告） 

第５条 会員は、業務が完了したときは当該業務を指示した課長等にその旨報告するものとする。 

（費用の請求及び支払い） 

第６条 会員は、業務完了後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。甲は、請求があったときは、内容を

確認後、速やかにその費用を支払うものとする。 

 （協議） 

第７条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義を生じた場合は、その都度、甲、乙が協議して定めるも

のとする。 

 （附則） 

第８条 この協定は平成２６年 １月３０日から効力を発生する。 

 

この協定締結の証として、本書を２通作成し、甲、乙が記名押印のうえ、それぞれ１通を保有するものとする。 

 

平成２６年 １月３０日 

 

甲 名古屋市 

代表者 名古屋市長  河 村 た か し 
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乙 一般社団法人 名古屋市測量設計業協会 

会 長   今 村 鐘 年 
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計画参考 43-7 災害時における米穀の売却に関する協定書（市対4事業者） 

 

 

（趣旨） 

第1条 この協定は、災害時における米穀の売却に関して名古屋市（以下「甲」という。）が、[別記４事業

者]（以下「乙」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第2条 この協定において「米穀」とは、災害時の炊き出しに対応可能な精米をいう。 

 

（要請の手続き） 

第3条 甲は、乙に米穀の売却を要請する場合は、米穀の数量、履行地等及びその他必要と認める事項を記

載した文書（別記 様式）をもって要請する。 

 ただし、緊急の場合は電話その他の通信方法によることができる。この場合においては、甲は、後に前記

文書を速やかに乙に提出しなければならない。 

 

（協力） 

第4条 乙は、前条の要請があった時は、可能な限り甲に協力するものとする。 

 

（売却） 

第5条 乙は、甲へ米穀を売り渡すものとし、価格は原則として、災害が発生する直前の市場取引価格を基

準に決定する。 

 

（協議） 

第6条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、その都度甲・乙協議の上定めるものとする。 

 

（適用期間） 

第7条 本協定は締結の日から適用する。 

 

 この協定を証するため本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各自1通を保有する。 

  

平成   年   月   日 

 

                    甲 住 所 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

                      氏 名 名古屋市 

                          代表者 名古屋市長 河 村 たかし 

 

                    乙 住 所 [別記４事業者] 

                      氏 名  
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（別記 様式） 

 

災害救助用米穀緊急引渡要請書 

 

 年  月  日 

 

 

 

             様 

 

名 古 屋 市 長 

 

 

 

 

 このことについて、災害時における米穀の売却に関する協定に基づき、下記のとおり要請します。 

 

記 

１ 要請数量 

対象戸数 対象人員 延食数 基準量 要請数量 備考 

 

戸 

 

人 

 

食 

65 

ｇ 

 

Kg 

 

 

※基準量…精米65g×2.3＝150g(1食分) 

２ 引渡場所及び方法 

 

 

 

 

３ 引渡担当者（氏名・連絡先） 

 

 

 

 

４ その他連絡事項 

 

 

 

 

 

（名古屋市緑政土木局 都市農業課 電話９７２－２４６２） 
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別記 

 

 所 在 地 事業者名 締結代表者 協定締結年月日 

１ 東区代官町33番27号 
なごや農業 

協 同 組 合 

代 表 理 事  

組 合 長  

平成13年10月1日 

（平成24年10月1日） 

２ 西区新道一丁目14番4号 大和産業（株) 取締役社長 
平成13年8月29日 

（平成24年11月28日） 

３ 中村区本陣通四丁目18番地 大榮産業(株) 取締役社長 平成24年10月1日 

４ 中村区岩塚町字竜子田8番地 中部食糧(株) 代表取締役 平成24年10月1日 

                            （  ）は改定年月日 
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計画参考 43-8 災害時における応急対策業務に関する協定（市対市造園建設業協会）  

 

(趣旨) 

第 1条 この協定は、災害時に名古屋市(以下「甲」という。)が名古屋市地域防災計画に基づきすみや

かに応急対策が行えるよう、一般社団法人名古屋市造園建設業協会(以下「乙」という。)が協力する

にあたり必要な事項を定めるものとする。 

(協力要請) 

第 2条 甲は、災害が発生し、または発生のおそれがあり、名古屋市のみでは十分な応急対策を実施す

ることができない場合は、乙に対し災害応急対策業務への協力を要請することができる。 

(建設資機材等の提供) 

第 3条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し速やかに建設資機材、労力

等を提供するものとする。 

(費用の負担) 

第 4条 乙が前条に基づく協力に要した費用は、甲が負担する。 

(補償) 

第 5条 この協定に基づき応急措置の業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、も

しくは疾病にかかり、又は負傷したときは、労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の適用の

ある場合を除き、消防団員等の災害補償に関する条例(昭和 36年名古屋市条例 10 号)を適用し補償す

る。 

(協議) 

第 6条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、甲乙双方が協

議して定めるものとする。 

2  この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲乙双方が協議して別に定めるものとする。 

(附則) 

第 7条 この協定は平成 27 年 3 月 31 日から効力を発生する。 

 

この協定を証するため本通 2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ 1通を保有するものとす

る。 

 

平成 27年 3 月 31 日 

 

甲   名古屋市 

代表者  名古屋市長 河 村 た か し    

 

乙     一般社団法人 名古屋市造園建設業協会 

理事長        梅 岡 美 喜 男    
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災害時における応急対策業務に関する協定の実施に関する細目協定（市対市造園建設業協会） 

 

名古屋市(以下「甲」という。)と一般社団法人名古屋市造園建設業協会(以下「乙」という。)は、平

成 27 年 3月 31 日をもって甲と乙との間に締結した「災害時における応急対策業務に関する協定」第 6

条第 2項の規定に基づき、応急対策業務の実施に関する細目的事項について次のとおり協定を締結する。 

 (業務の内容) 

第 1条  甲が乙に協力を要請する業務は、公園等における被害状況の把握、被害の拡大防止、損壊箇所

の応急措置及び障害物の除去等(以下「業務」という。)とする。 

(出動の要請) 

第 2条  甲は乙に対し、業務内容、日時、場所を指定して文書又は口頭により建設資機材、労力等(以

下「建設資機材等」という。)の提供を求めるものとする。ただし、状況により名古屋市災害対策本部

緑政土木部長、若しくは副部長、又は緑政土木部所属の各班長、若しくは土木隊長から、乙又は乙に

属する会員(以下「会員」という。)に対し、出動の要請をすることができるものとする。 

2 甲は、前項の出動要請が不可能な場合は、乙及び会員に対し、公共放送等により出動を要請するも

のとする。 

3 名古屋市内において震度 6弱以上の地震が発生した場合、又は東海地震注意情報が発表された場合

は第 7条の規定に基づき応急対策を担当する会員は、前 2項の規定にかかわらず、甲の出動要請を待

たずに直ちに出動し、業務を開始するものとする。 

(業務の実施) 

第 3条  乙は、この協定に基づく出動要請があったときは、会員をして建設資機材等を甲の指定する場

所へ出動させ、業務を実施させるものとする。 

2 会員は、出動後直ちに現場責任者の氏名、出動した時刻及び建設資機材等を当該業務を実施する場

所を管轄する土木隊長又は各班長(以下「隊長等」という。)に報告しなければならない。 

(業務の指示) 

第 4条  業務の指示は隊長等が行い、会員はその指示に従うものとする。 

2 災害現場に市職員が派遣されていない場合は、会員は自ら要請事項に従い業務を行うものとする。 

(業務完了の報告) 

第 5条  会員は、業務が終了したときは、直ちに隊長等に報告するものとする。 

(費用の請求及び支払い) 

第 6条  会員は、業務終了後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

2 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認後、速やかにその費用を支払うものとする。 

(協力体制の報告) 

第 7条  乙は、甲が公園等を指定してあらかじめ応急対策を担当する会員を定めることを要請した場合

は、様式１により甲に報告するものとする。 

(建設資機材等の報告) 

第 8条 乙は、あらかじめ会員が保有する災害時に出動できる建設資機材等の数量を把握し、甲に報告

するものとする。 

2 前項の建設資機材等に著しい変化があったとき、又は、甲の要求があった場合は、保有状況を速や
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かに甲に報告するものとする。 

(協議) 

第 9条 この協定に定めない事項又はこの協定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙双方が協議して決め

るものとする。 

(附則) 

第 10 条 この協定は平成 27 年 3 月 31 日から効力を発生する。 

  

この協定を証するため本通 2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ 1通を保有するものとす

る。 

 

  平成 27 年 3 月 31 日 

 

甲   名古屋市 

                    代表者 名古屋市長 河 村 た か し    

 

乙   一般社団法人 名古屋市造園建設業協会 

                    理事長          梅 岡 美 喜 男    
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計画参考 43-9 被災後の復旧・復興に必要な測量業務等の協力に関する協定（市対３団体） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と、一般社団法人名古屋市測量設計業協会（以下「乙」という。）、愛知県

土地家屋調査士会（以下「丙」という。）及び公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会（以下「丁」

という。）は、被災後の復旧・復興に必要な測量業務等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第1条 この協定は、大規模自然災害等の発生に伴い、街区の復元に必要な測量業務等の対策を講ずるにあ

たり、甲、乙、丙及び丁が協力することにより、被災後における迅速なまちの復旧・復興に資することを

目的とする。 

（協力要請） 

第2条 甲は、被災後において、甲単独では十分な測量業務等を実施することができない場合は、乙、丙及

び丁に対し協力を要請することができる。 

（測量業務等の内容） 

第3条 甲が乙、丙及び丁に協力を要請する測量業務等は、道路等の境界確認に必要な業務とする。 

（技術者等の確保） 

第4条 乙、丙及び丁は、被災後の測量業務等を早急に実施できるよう、予め必要な技術者等を確保し、そ

の実施体制を定め甲に報告するものとする。 

（測量業務等の実施体制） 

第5条 前条に基づき甲に報告する実施体制は、乙、丙及び丁の会員又は社員による編成表及び連絡系統と

する。 

  なお、乙、丙及び丁は、実施体制について年度当初に見直しを行い、甲に報告するものとする。また、

甲から要請があったときには、速やかに最新情報を提供するものとする。 

2 測量業務等を実施するにあたり、乙、丙及び丁が相互に協力するものとする。 

（協議） 

第6条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙、丙及び丁が

協議してこれを定めるものとする。 

 （附則） 

第7条 この協定は平成28年1月 27日から効力を発生する。 

 

この協定の証として、本書を4通作成し、甲、乙、丙及び丁が記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する

ものとする。 

 

平成28年1月27日 

甲 名古屋市 

          代表者  名古屋市長  河  村  た か し 

 

        乙 一般社団法人 名古屋市測量設計業協会 

              会   長  今 村 鐘 年 
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丙 愛知県土地家屋調査士会 

               会   長  茶 谷 和 裕 

 

丁 公益社団法人 愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

               代 表 理 事  伊 藤 秀 樹 
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被災後の復旧・復興に必要な測量業務等の協力に関する細目協定 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と、一般社団法人名古屋市測量設計業協会（以下「乙」という。）、愛知県

土地家屋調査士会（以下「丙」という。）及び公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会（以下「丁」

という。）は、平成２８年１月２７日をもって、甲、乙、丙及び丁との間に締結した「被災後の復旧・復興に

必要な測量業務等の協力に関する協定」の第６条の規定に基づき、測量業務等の協力に関する細目事項につ

いて、次のとおり協定を締結する。 

（測量業務等の内容） 

第1条 甲が協力を要請する測量業務等は次のとおりとする。 

乙へ要請する業務 

（1）甲が所管する測量標の状況調査及び選点計画 

 （2）甲が所管する測量標の新設又は改測作業 

 （3）甲が所管する道路等の境界確認に用いる街区点等の標識の復元業務 

 （4）前各号に関する関係機関との調整の協力 

 （5）前各号に定めるもののほか、特に必要な業務 

丙へ要請する業務 

（6）登記及び道路等の境界確認の相談に関すること 

（7）前号に定めるもののほか、特に必要な業務 

丁へ要請する業務 

（8）道路等の境界確認及びこれに必要な情報収集 

（9）前号に定めるもののほか、特に必要な業務 

（出動の要請） 

第 2 条 乙、丙及び丁に対する出動の要請は、災害発生時に甲が組織する名古屋市災害対策本部緑政土木部

所属の部長、各副部長、部員、班長、班員、隊長及び隊員（以下「災害対策本部」という。）から文書又は

口頭により行うものとする。 

（測量業務等の指示） 

第3条 乙、丙及び丁に対する測量業務等の指示は、災害対策本部から行うものとする。 

（測量業務等の実施） 

第 4 条 乙、丙及び丁は、この協定に基づき測量業務等の指示があったときは、速やかに測量業務等を実施

するものとする。 

（測量業務等完了の報告） 

第 5 条 乙、丙及び丁は、測量業務等が完了したときは当該業務を指示した災害対策本部にその旨を報告す

るものとする。 

（費用の請求及び支払い） 

第6条 乙、丙及び丁は、測量業務等完了後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。甲は、乙、

丙及び丁から請求があったときは、内容を確認後、速やかにその費用を支払うものとする。 

（資料の提供） 

第7条 甲は、第１条に基づく測量業務等について、乙、丙及び丁に必要な資料を提供する。 
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（協議） 

第8条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙、丙及び丁が

協議してこれを定めるものとする。 

 （附則） 

第9条 この協定は平成28年1月 27日から効力を発生する。 

 

この協定の証として、本書を4通作成し、甲、乙、丙及び丁が記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する

ものとする。 

 

平成28年1月27日 

 

甲 名古屋市 

          代表者  名古屋市長  河  村  た か し 

 

乙 一般社団法人 名古屋市測量設計業協会 

               会   長  今 村 鐘 年 

 

丙 愛知県土地家屋調査士会 

               会   長  茶 谷 和 裕 

 

丁 公益社団法人 愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

               代 表 理 事  伊 藤 秀 樹 
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計画参考 43-10 災害時における建設機械器具の手配に関する協定 

 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本建設機械レンタル協会中部支部（以下「乙」とい

う。）は、大規模地震等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）

に、甲が行う道路啓開作業など応急対策活動に要する建設機械器具の手配に関し、次のとおり協定を締結

する。 

 

（協力の要請） 

第１条 甲は、災害時において道路啓開作業など応急対策活動を行うにあたり、乙に対し建設機械器具の

手配の協力を要請することができるものとする。 

 

（建設機械器具の手配） 

第２条 乙は、甲の要請があったときは、特別な理由がない限り、甲に対し速やかに建設機械器具の手配

を行うものとする。 

 

（情報提供） 

第３条 甲は、乙に対し供給可能な建設機械器具の状況等に関する情報を求めることができるものとする。 

 

（平時の協力） 

第４条 甲及び乙は、災害時にこの協定が効果的に運用されるよう、平時から密接な連絡調整に努めるも

のとする。 

 

（費用負担） 

第５条 乙が甲の要請により手配した建設機械器具に要した費用については、甲が負担するものとする。 

 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲及び乙が協議し

て定めるものとする。 

２ この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲及び乙が協議して別に定めるものとする。 

 

（協定の効力） 

第７条 この協定は協定を締結した日から効力を発生するものとする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 

  平成２９年１１月１４日 
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          甲 名古屋市 

 

代表者 名古屋市長  河 村 た か し 

 

 

          乙 一般社団法人 日本建設機械レンタル協会中部支部 

 

              支 部 長      瀧  哲 也 
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災害時における建設機械器具の手配に関する協定の実施に関する細目協定 

 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本建設機械レンタル協会中部支部（以下「乙」とい

う。）は、平成２９年１１月１４日をもって甲と乙との間に締結した「災害時における建設機械器具の手

配に関する協定」第６条第２項の規定に基づき、道路啓開作業など応急対策活動に要する建設機械器具の

手配の実施に関する細目的事項について、次のとおり協定を締結する。 

 

（業務の内容） 

第１条 甲が乙に協力を要請する業務は、大規模地震等による災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合（以下「災害時」という。）に、甲が行う道路啓開作業など応急対策活動に要する建設機械器具の

手配とするものとする。 

 

（要請手続き） 

第２条 甲は、乙に対し電話、ＦＡＸ等により応急対策活動の内容、日時、場所、必要な建設機械器具の

種類、数量その他必要な項目を明示して通知するとともに、速やかに要請文書を送付するものとする。 

２ 甲は、道路啓開作業など応急対策活動業務を依頼した業者（以下「依頼業者」という。）に、要請の

代行をさせることができるものとする。 

 

（機材の賃貸借契約及び引渡し） 

第３条 乙は、道路啓開作業など応急対策活動に要する建設機械器具に関する賃貸借契約を遅滞無く依頼

業者と締結するものとする。 

２ 建設機械器具の引渡しは、甲、乙及び依頼業者が協議して決定するものとする。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第４条 乙が甲の要請により手配した建設機械器具に要した費用については、災害時の直前の適正価格を

基準とし、甲及び乙が協議して定め、乙の依頼業者への請求に基づき甲が負担するものとする。 

２ 甲は、前項に規定する費用の支払いについて、乙と賃貸借契約を締結した依頼業者により支払うもの

とする。 

３ 乙は、災害時以降における費用の高騰を防止するよう努めるものとする。 

 

（協議） 

第５条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲及び乙が協議し

て定めるものとする。 

 

（協定の効力） 

第６条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。 

 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。 
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  平成２９年１１月１４日 

 

          甲 名古屋市 

 

代表者 名古屋市長  河 村 た か し 

 

 

          乙 一般社団法人 日本建設機械レンタル協会中部支部 

 

              支 部 長      瀧  哲 也 

 



計画参考 44 災害時における緊急通行車両の通航確保のための放置車両対策支援に関する協定 
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災害時における緊急通行車両の通行確保のための 

放置車両対策支援に関する協定 

 

名古屋市（以下「甲」という。） と一般社団法人日本自動車連盟愛知支部（以下「乙」

という。） は、災害により緊急通行車両の通行が確保出来ない場合において、妨げとな

る放置車両や立ち往生車両等の移動に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力の要請） 

第 1 条 甲は、災害時における緊急通行車両の通行確保に伴う放置車両や立ち往生車両

等の移動に関し、乙に対し支援を要請することができるものとする。 

 

（平時の協力） 

第 2 条 甲及び乙は、災害時にこの協定が効果的に運用されるよう、平時から密接な連

絡調整に努めるものとする。 

 

2 甲が主催または参加する防災訓練等への参加依頼があった場合には、乙は出来る限

り協力するものとする。 

 

（費用負担） 

第 3 条 業務の実施に伴う乙の費用は、甲及び乙協議の上、甲が負担するものとする。 

 

（補償）  

第 4 条 この協定に基づき放置車両対策支援の業務に従事した者が、当該業務に従事し

たことにより死亡し、もしくは疾病にかかり、又は負傷したときは、労働者災害補償

保険法（昭和 22 年・法律第 50 号）の適用のある場合を除き、消防団員等の災害補償

に関する条例（昭和 36 年名古屋市条例 10 号）を適用し補償する。 

 

（協議） 

第 5 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その

都度、甲及び乙が協議して、これを定めるものとする。 

2 この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲及び乙が協議して別に定め

るものとする。 
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（協定の効力） 

第 6 条 この協定の期間は、協定締結日より平成 32 年 3 月 31 日までとする。ただ

し、期間満了の 1 箇月前までに甲、乙のいずれからも申し出のない時は、この協定

を更に 1 年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 

この協定の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、それぞれ各１通

保有するものとする。 

 

平成 31 年 3 月 25 日 

 

甲 名古屋市 

 

代表者 名古屋市長  河村 たかし 

 

乙 一般社団法人 日本自動車連盟 愛知支部 

 

事務所長  柴田 年輝 
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災害時における緊急通行車両の通行確保のための 

放置車両対策支援に関する協定の実施に関する細目協定 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と一般社団法人日本自動車連盟愛知支部（以下

「乙」という。）は、平成 31 年 3 月 25 日をもって甲と乙との間に締結した「災害時

における緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援に関する協定」第 5 条第

2 項の規定に基づき、災害により緊急通行車両の通行が確保出来ない場合において、

妨げとなる放置車両や立ち往生車両等の移動に要する緊急通行車両の通行確保のため

の放置車両対策支援に関する細目的事項について、次のとおり協定を締結する。 

 

（業務の内容） 

第 1 条 甲が乙に対して要請する業務は、災害対策基本法（以下「災対法」とい

う。）第 76 条の 6 に基づく車両等の移動とする。 

2 業務の実施については、別冊「災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手

引き」（平成 26 年 11 月、国土交通省道路局）により行うものとする。 

 

（業務の実施区間） 

第 2 条 業務の実施区間は、甲が管理する道路を原則とする。 

2 災害等の状況により、他の機関から甲に要請があり、甲が必要と認めた場合は、他

機関が管理する道路であっても実施区間に含め、要請することができるものとする。 

3 乙は、原則として前項の要請に応じるものとする。 

 

（業務の要請） 

第 3 条 甲は、乙に対し電話、ＦＡＸ等により下記の内容を明示して通知するととも

に、速やかに様式第１号の出動要請書を送付するものとする。 

（１）災対法第 76 条の 6 第 1 項に基づく指定区間の範囲 

（２）被災の態様と要請概要 

（３）集結場所 

（４）担当者連絡方法、その他必要な事項 

2 甲は、乙を特定する際に、派遣可能人員及び資機材に関する情報等を必要に応じて

乙に求めることが出来る。 
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3 乙は、前項により甲の要請があり応諾する場合には、電話、ＦＡＸ等により甲に対

して応諾した旨連絡するとともに、速やかに様式第 2 号の出動応諾書を送付し、支援

を実施するものとする。 

4 災害時において、ＦＡＸ等の故障等によって、前 2 項の規定による出動要請書又は

出動応諾書の送付ができない場合は、復旧後、速やかに送付するものとする。 

 

（委託証明書の発行） 

第 4 条 甲は乙に対して、「委託証明書」を発行するものとし、乙は、業務実施の

間、これを携帯するものとする。 

 

（車両等の移動） 

第 5 条 乙は、業務実施時における車両等の移動先について、甲の指示に従うものと

する。 

2 前項の規定による甲の指示とは、甲の職員が直接する場合のほか、甲が道路啓開作

業等応急対策活動業務を依頼した業者により行われる場合がある。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第 6 条 乙が甲の要請により緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援に要

した費用については、災害時の直前の適正価格を基準とし、甲及び乙協議の上、甲

が負担するものとする。 

2 第 2 条第 2 項に規定する、他の機関が管理する道路において業務を実施した場合の

乙の費用は、原則として甲に要請した他機関が負担するものとする。なお、他機関が

負担する場合については、次条及び第 8 条に定める甲を、他機関と読み替えるものと

する 

3 乙は、災害時以降における費用の高騰を防止するよう努めるものとする。 

 

（契約の締結） 

第 7 条 甲及び乙は、前条第 1 項に規定する協議後、遅滞なく、甲を発注者、乙を受託

者とする委託契約を締結するものとする。 

 

（損失補償） 

第 8 条 業務実施の際に、やむを得ない限度において移動した車両等に損失が生じた場

合は、災対法第 82 条の規定により、甲が運転者等に損失を補償するものとする。 
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（紛争の解決） 

第 9 条 業務の実施に起因する運転者等との紛争については、乙の責に帰するもの以

外は、甲及び乙協議の上、甲が解決するものとする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第 10 条 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、相手方に催告するこ

となく本契約を解除することができるものとする。この場合、これにより被った損

害の賠償を相手方に請求できるものとする。 

(1) 甲又は乙、甲又は乙の役員及び従業員（以下本条において「従業員等」いう）

が反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義す

る暴力団及びその関係団体等をいう外、総会屋、社会運動や政治運動を標ぼうす

るごろ等をいう。）である場合又は反社会的勢力であった場合。 

(2) 甲又は乙、甲又は乙の従業員等が反社会的勢力に対し、資金又は役務等の利益

供与を行っている場合又は反社会的勢力と何らかの取引を行っている場合。 

(3) 前各号に掲げるものの外、甲又は乙、甲又は乙の従業員等が反社会的勢力を利

用するなど何らかの関係がある場合。 

(4) 甲又は乙、甲又は乙の従業員等が自ら又は第三者を利用して、相手方に対して

暴力的行為又は詐欺的行為により不当な要求を行った場合。 

2 甲及び乙は、次の各号について表明し、保証する。 

(1) 自らが反社会的勢力でないこと。 

(2) 自らが反社会的勢力でなかったこと。 

(3) 反社会的勢力を利用しないこと。 

(4) 従業員等が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと。 

(5) 自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、並

びに反社会的勢力と交際がないこと。 

 

（協議） 

第 11 条この協定に定めのない事項、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたとき

は、甲及び乙が協議して、これを定めるものとする。 

 

（協定の効力） 

第 12 条この協定の期間は、協定締結日より平成 32 年 3 月 31 日までとする。ただ

し、期間満了の１箇月前までに甲、乙のいずれからも申し出のない時は、この協定

を更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 
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この協定の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、それぞれ各１通

保有するものとする。 

 

平成 31 年 3 月 25 日 

 

甲 名古屋市 

 

代表者 名古屋市長 河村 たかし 

 

 

乙 一般社団法人 日本自動車連盟 愛知支部 

 

事務所長 柴田 年輝 
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様式第 1 号 

 

出 動 要 請 書 

 

依頼 年  月  日  時  分 整理番号 
 

 

 

 

        様 

 

名古屋市   土木事務所長 

 

 

「災害時における緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援に関する細

目協定」第 3 条第 1 項に基づき、次のとおり出動を要請します。 

なお、応諾の際は上記協定第 3 条第 3 項に基づき、様式第 2 号を提出して下さい。 

 

指 定 区 間 の 範 囲 
 

 

被災の態様と概要 

 

 

 

 

 

集 結 場 所  

摘 要 

（ 必 要 事 項 等 ） 

 

 

 

 

 

 

担 当 者 名  

連 絡 先  
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様式第 2 号 

 

出 動 応 諾 書 

 

応諾 年  月  日  時  分 整理番号 
 

 

 

 

「災害時における緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援に関する細

目協定」第 3 条第 3 項に基づき、  年  月  日  整理番号により出動要請

のあったことについて応諾します。 

 

指 定 区 間 の 範 囲 
 

 

集 結 場 所 
 

 

集 結 予 定 日 時 年  月  日  時  分 

出 動 技 術 員 
 

 

 

 

会社名                 

 

   代表者役職名              

  

連絡先                 
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災害時における緊急通行車両の通行確保のための 

放置車両対策支援に関する協定 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と全日本高速道路レッカー事業協同組合（以下

「乙」という。）は、災害により緊急通行車両の通行が確保出来ない場合において、

妨げとなる放置車両や立ち往生車両等の移動に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力の要請） 

第 1 条 甲は、災害時における緊急通行車両の通行確保に伴う放置車両や立ち往生車

両等の移動に関し、乙の会員に対し支援を要請することができるものとする。 

 

（平時の協力） 

第 2 条 甲及び乙は、災害時にこの協定が効果的に運用されるよう、平時から密接な

連絡調整に努めるものとする。 

2 甲が主催または参加する防災訓練等への参加依頼があった場合には、乙及びその会

員は、出来る限り協力するものとする。 

 

（費用負担） 

第 3 条 業務の実施に伴う乙の会員の費用は、甲及び乙の会員協議の上、甲が負担す

るものとする。 

 

（補償） 

第 4 条 この協定に基づき放置車両対策支援の業務に従事した者が、当該業務に従事

したことにより死亡し、もしくは疾病にかかり、又は負傷したときは、労働者災害

補償保険法（昭和 22 年・法律第 50 号）の適用のある場合を除き、消防団員等の災

害補償に関する条例（昭和 36 年名古屋市条例 10 号）を適用し補償する。 

 

（協議） 

第 5 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に関して疑義が生じたときは、そ

の都度、甲及び乙が協議して、これを定めるものとする。 

2 この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲及び乙が協議して別に定め

るものとする。 
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（協定の効力） 

第 6 条 この協定の期間は、協定締結日より平成 32 年 3 月 31 日までとする。ただ

し、期間満了の１箇月前までに甲、乙のいずれからも申し出のない時は、この協定

を更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 

この協定の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、それぞれ各１通

保有するものとする。 

 

平成 31 年 3 月 25 日 

 

甲 名古屋市 

 

代表者 名古屋市長 河村 たかし 

 

 

乙 全日本高速道路レッカー事業協同組合 

 

理事長 亀山 善之 
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災害時における緊急通行車両の通行確保のための 

放置車両対策支援に関する協定の実施に関する細目協定 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と全日本高速道路レッカー事業協同組合（以下

「乙」という。） は、平成 31 年 3 月 25 日をもって甲と乙との間に締結した「災害時

における緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援に関する協定」第 5 条第

2 項の規定に基づき、災害により緊急通行車両の通行が確保出来ない場合において、

妨げとなる放置車両や立ち往生車両等の移動に要する緊急通行車両の通行確保のため

の放置車両対策支援に関する細目的事項について、次のとおり協定を締結する。 

 

（業務の内容） 

第 1 条 甲が乙の会員に対して要請する業務は、災害対策基本法（以下「災対法」と

いう。）第 76 条の 6 に基づく車両等の移動とする。 

2 業務の実施については、別冊「災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手

引き」（平成 26 年 11 月、国土交通省道路局）により行うものとする。 

 

（業務の実施区間） 

第 2 条 業務の実施区間は、甲が管理する道路を原則とする。 

2 災害等の状況により、他の機関から甲に要請があり、甲が必要と認めた場合は、他

機関が管理する道路であっても実施区間に含め、要請することができるものとする。 

3 乙は、原則として前項の要請に応じるものとする。 

 

（業務の要請） 

第 3 条 甲は、乙に対し電話、ＦＡＸ等により下記の内容を明示して通知するととも

に、速やかに様式第１号の出動要請書を送付するものとする。 

(1) 災対法第 76 条の 6 第 1 項に基づく指定区間の範囲 

(2) 被災の態様と要請概要 

(3) 集結場所 

(4) 担当者連絡方法、その他必要な事項 

2 甲は、乙の会員を特定する際に、派遣可能人員及び資機材に関する情報等を必要に

応じて乙に求めることが出来る。 
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3 乙は、前項により甲の要請があり応諾する場合には、電話、ＦＡＸ等により甲に対

して応諾した旨連絡するとともに、速やかに様式第 2 号の出動応諾書を送付し、支援

を実施するものとする。 

4 災害時において、ＦＡＸ等の故障等によって、前 2 項の規定による出動要請書又は

出動応諾書の送付ができない場合は、復旧後、速やかに送付するものとする。 

 

（委託証明書の発行） 

第 4 条 甲は乙の会員に対して、「委託証明書」を発行するものとし、乙は、業務実

施の間、これを携帯するものとする。 

 

（車両等の移動） 

第 5 条 乙の会員は、業務実施時における車両等の移動先について、甲の指示に従う

ものとする。 

2 前項の規定による甲の指示とは、甲の職員が直接する場合のほか、甲が道路啓開作

業等応急対策活動業務を依頼した業者により行われる場合がある。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第 6 条 乙が甲の要請により緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援に要

した費用については、災害時の直前の適正価格を基準とし、甲及び乙協議の上、甲

が負担するものとする。 

2 第 2 条第 2 項に規定する、他の機関が管理する道路において業務を実施した場合の

乙の費用は、原則として甲に要請した他機関が負担するものとする。なお、他機関が

負担する場合については、次条及び第 8 条に定める甲を、他機関と読み替えるものと

する 

3 乙は、災害時以降における費用の高騰を防止するよう努めるものとする。 

 

（契約の締結） 

第 7 条 甲及び乙は、前条第 1 項に規定する協議後、遅滞なく、甲を発注者、乙を受

託者とする委託契約を締結するものとする。 

 

（損失補償） 

第 8 条 業務実施の際に、やむを得ない限度において移動した車両等に損失が生じた

場合は、災対法第 82 条の規定により、甲が運転者等に損失を補償するものとする。 
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（紛争の解決） 

第 9 条 業務の実施に起因する運転者等との紛争については、乙の会員の責に帰する

もの以外は、甲及び乙の会員協議の上、甲が解決するものとする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第 10 条 甲及び乙の会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、相手方に催告

することなく本契約を解除することができるものとする。この場合、これにより被

った損害の賠償を相手方に請求できるものとする。 

(1) 甲又は乙の会員の役員及び従業員（以下本条において「従業員等」いう）が反

社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴

力団及びその関係団体等をいう外、総会屋、社会運動や政治運動を標ぼうするご

ろ等をいう。）である場合又は反社会的勢力であった場合。 

(2) 甲又は乙の会員の従業員等が反社会的勢力に対し、資金又は役務等の利益供与

を行っている場合又は反社会的勢力と何らかの取引を行っている場合。 

(3) 前各号に掲げるものの外、甲又乙の会員の従業員等が反社会的勢力を利用する

など何らかの関係がある場合。 

(4) 甲又は乙の会員の従業員等が自ら又は第三者を利用して、相手方に対して暴力

的行為又は詐欺的行為により不当な要求を行った場合。 

2 甲及び乙の会員は、次の各号について表明し、保証する。 

(1) 自らが反社会的勢力でないこと。 

(2) 自らが反社会的勢力でなかったこと。 

(3) 反社会的勢力を利用しないこと。 

(4) 従業員等が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと。 

(5) 自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、並

びに反社会的勢力と交際がないこと。 

 

（協議） 

第 11 条この協定に定めのない事項、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたとき

は、甲及び乙が協議して、これを定めるものとする。 

 

（協定の効力） 

第 12 条この協定の期間は、協定締結日より平成 32 年 3 月 31 日までとする。ただ

し、期間満了の１箇月前までに甲、乙のいずれからも申し出のない時は、この協定

を更に 1 年間延長するものとし、その後も同様とする。 
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この協定の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、それぞれ 

各 1 通保有するものとする。 

 

平成 31 年 3 月 25 日 

 

甲 名古屋市 

 

代表者 名古屋市長 河村 たかし 

 

        乙 全日本高速道路レッカー事業組合 

 

                     理事長 亀山 善之 
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様式第 1 号 

 

出 動 要 請 書 

 

依頼 年  月  日  時  分 整理番号 
 

 

 

 

        様 

 

名古屋市   土木事務所長 

 

 

「災害時における緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援に関する細

目協定」第 3 条第 1 項に基づき、次のとおり出動を要請します。 

なお、応諾の際は上記協定第 3 条第 3 項に基づき、様式第 2 号を提出して下さい。 

 

指 定 区 間 の 範 囲 
 

 

被災の態様と概要 

 

 

 

 

 

集 結 場 所  

摘 要 

（ 必 要 事 項 等 ） 

 

 

 

 

 

 

担 当 者 名  

連 絡 先  
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様式第 2 号 

 

出 動 応 諾 書 

 

応諾 年  月  日  時  分 整理番号 
 

 

 

 

「災害時における緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援に関する細

目協定」第 3 条第 3 項に基づき、  年  月  日  整理番号により出動要請

のあったことについて応諾します。 

 

指 定 区 間 の 範 囲 
 

 

集 結 場 所 
 

 

集 結 予 定 日 時 年  月  日  時  分 

出 動 技 術 員 
 

 

 

 

会社名                 

 

   代表者役職名              

  

連絡先                 
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災害時における緊急通行車両の通行確保のための 

放置車両対策支援に関する協定 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と愛知レッカー事業協同組合（以下「乙」とい

う。）は、災害により緊急通行車両の通行が確保出来ない場合において、妨げとなる

放置車両や立ち往生車両等の移動に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協力の要請） 

第 1 条 甲は、災害時における緊急通行車両の通行確保に伴う放置車両や立ち往生車

両等の移動に関し、乙の会員に対し支援を要請することができるものとする。 

 

（平時の協力） 

第 2 条 甲及び乙は、災害時にこの協定が効果的に運用されるよう、平時から密接な

連絡調整に努めるものとする。 

2 甲が主催または参加する防災訓練等への参加依頼があった場合には、乙及びその会

員は、出来る限り協力するものとする。 

 

（費用負担） 

第 3 条 業務の実施に伴う乙の会員の費用は、甲及び乙の会員協議の上、甲が負担す

るものとする。 

 

（補償） 

第 4 条 この協定に基づき放置車両対策支援の業務に従事した者が、当該業務に従事

したことにより死亡し、もしくは疾病にかかり、又は負傷したときは、労働者災害

補償保険法（昭和 22 年・法律第 50 号）の適用のある場合を除き、消防団員等の災

害補償に関する条例（昭和 36 年名古屋市条例 10 号）を適用し補償する。 

 

（協議） 

第 5 条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に関して疑義が生じたときは、そ

の都度、甲及び乙が協議して、これを定めるものとする。 

2 この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲及び乙が協議して別に定め

るものとする。 
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（協定の効力） 

第 6 条 この協定の期間は、協定締結日より平成 32 年 3 月 31 日までとする。ただ

し、期間満了の 1 箇月前までに甲、乙のいずれからも申し出のない時は、この協定

を更に 1 年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 

この協定の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、それぞれ各 1 通

保有するものとする。 

 

平成 31 年 3 月 25 日 

 

甲 名古屋市 

 

代表者 名古屋市長 河村 たかし 

 

 

乙 愛知レッカー事業協同組合 

 

理事長 尾嵜 日登美 
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災害時における緊急通行車両の通行確保のための 

放置車両対策支援に関する協定の実施に関する細目協定 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と愛知レッカー事業協同組合（以下「乙」とい

う。） は、平成３１年３月２５日をもって甲と乙との間に締結した「災害時における

緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援に関する協定」第 5 条第 2 項の規

定に基づき、災害により緊急通行車両の通行が確保出来ない場合において、妨げとな

る放置車両や立ち往生車両等の移動に要する緊急通行車両の通行確保のための放置車

両対策支援に関する細目的事項について、次のとおり協定を締結する。 

 

（業務の内容） 

第 1 条 甲が乙の会員に対して要請する業務は、災害対策基本法（以下「災対法」と

いう。）第 76 条の 6 に基づく車両等の移動とする。 

2 業務の実施については、別冊「災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手

引き」（平成２６年１１月、国土交通省道路局）により行うものとする。 

 

（業務の実施区間） 

第 2 条 業務の実施区間は、甲が管理する道路を原則とする。 

2 災害等の状況により、他の機関から甲に要請があり、甲が必要と認めた場合は、他

機関が管理する道路であっても実施区間に含め、要請することができるものとする。 

3 乙は、原則として前項の要請に応じるものとする。 

 

（業務の要請） 

第 3 条 甲は、乙に対し電話、ＦＡＸ等により下記の内容を明示して通知するととも

に、速やかに様式第１号の出動要請書を送付するものとする。 

(1) 災対法第７６条の６第１項に基づく指定区間の範囲 

(2) 被災の態様と要請概要 

(3) 集結場所 

(4) 担当者連絡方法、その他必要な事項 

2 甲は、乙の会員を特定する際に、派遣可能人員及び資機材に関する情報等を必要に

応じて乙に求めることが出来る。 
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3 乙は、前項により甲の要請があり応諾する場合には、電話、ＦＡＸ等により甲に対

して応諾した旨連絡するとともに、速やかに様式第２号の出動応諾書を送付し、支援

を実施するものとする。 

4 災害時において、ＦＡＸ等の故障等によって、前２項の規定による出動要請書又は

出動応諾書の送付ができない場合は、復旧後、速やかに送付するものとする。 

 

（委託証明書の発行） 

第 4 条 甲は乙の会員対して、「委託証明書」を発行するものとし、乙は、業務実施

の間、これを携帯するものとする。 

 

（車両等の移動） 

第 5 条 乙の会員は、業務実施時における車両等の移動先について、甲の指示に従う

ものとする。 

2 前項の規定による甲の指示とは、甲の職員が直接する場合のほか、甲が道路啓開作

業等応急対策活動業務を依頼した業者により行われる場合がある。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第 6 条 乙の会員甲の要請により緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援

に要した費用については、災害時の直前の適正価格を基準とし、甲及び乙の会員協

議の上、甲が負担するものとする。 

2 第 2 条第 2 項に規定する、他の機関が管理する道路において業務を実施した場合の

乙の費用は、原則として甲に要請した他機関が負担するものとする。なお、他機関が

負担する場合については、次条及び第８条に定める甲を、他機関と読み替えるものと

する 

3 乙及び乙の会員は、災害時以降における費用の高騰を防止するよう努めるものとす

る。 

 

（契約の締結） 

第 7 条 甲及び乙は、前条第 1 項に規定する協議後、遅滞なく、甲を発注者、乙を受託

者とする委託契約を締結するものとする。 

 

（損失補償） 

第 8 条 業務実施の際に、やむを得ない限度において移動した車両等に損失が生じた場

合は、災対法第 82 条の規定により、甲が運転者等に損失を補償するものとする。 
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（紛争の解決） 

第 9 条 業務の実施に起因する運転者等との紛争については、乙の会員の責に帰する

もの以外は、甲及び乙の会員協議の上、甲が解決するものとする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第 10 条 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、相手方に催告するこ

となく本契約を解除することができるものとする。この場合、これにより被った損

害の賠償を相手方に請求できるものとする。 

(1) 甲又は乙の会員の役員及び従業員（以下本条において「従業員等」いう）が反

社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴

力団及びその関係団体等をいう外、総会屋、社会運動や政治運動を標ぼうするご

ろ等をいう。）である場合又は反社会的勢力であった場合。 

(2) 甲又は乙の会員の従業員等が反社会的勢力に対し、資金又は役務等の利益供与

を行っている場合又は反社会的勢力と何らかの取引を行っている場合。 

(3) 前各号に掲げるものの外、甲又は乙の会員の従業員等が反社会的勢力を利用す

るなど何らかの関係がある場合。 

(4) 甲又は乙の会員の従業員等が自ら又は第三者を利用して、相手方に対して暴力

的行為又は詐欺的行為により不当な要求を行った場合。 

2 甲及び乙の会員は、次の各号について表明し、保証する。 

(1) 自らが反社会的勢力でないこと。 

(2) 自らが反社会的勢力でなかったこと。 

(3) 反社会的勢力を利用しないこと。 

(4) 従業員等が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と交際がないこと。 

(5) 自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、並

びに反社会的勢力と交際がないこと。 

 

（協議） 

第 11 条この協定に定めのない事項、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたとき

は、甲及び乙が協議して、これを定めるものとする。 

 

（協定の効力） 

第 12 条 この協定の期間は、協定締結日より平成３２年３月３１日までとする。ただ

し、期間満了の１箇月前までに甲、乙のいずれからも申し出のない時は、この協定
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を更に１年間延長するものとし、その後も同様とする。 

 

この協定の証として本書２通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、それぞれ 

各１通保有するものとする。 

 

平成３１年３月２５日 

 

甲 名古屋市 

 

代表者 名古屋市長 河村 たかし 

 

        乙 愛知レッカー事業共同組合 

 

                   代表理事 尾嵜 日登美 
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様式第 1 号 

 

出 動 要 請 書 

 

依頼 年  月  日  時  分 整理番号 
 

 

 

 

        様 

 

名古屋市   土木事務所長 

 

 

「災害時における緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援に関する細

目協定」第 3 条第 1 項に基づき、次のとおり出動を要請します。 

なお、応諾の際は上記協定第 3 条第 3 項に基づき、様式第 2 号を提出して下さい。 

 

指 定 区 間 の 範 囲 
 

 

被災の態様と概要 

 

 

 

 

 

集 結 場 所  

摘 要 

（ 必 要 事 項 等 ） 

 

 

 

 

 

 

担 当 者 名  

連 絡 先  
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様式第 2 号 

 

出 動 応 諾 書 

 

応諾 年  月  日  時  分 整理番号 
 

 

 

 

「災害時における緊急通行車両の通行確保のための放置車両対策支援に関する細

目協定」第 3 条第 3 項に基づき、  年  月  日  整理番号により出動要請

のあったことについて応諾します。 

 

指 定 区 間 の 範 囲 
 

 

集 結 場 所 
 

 

集 結 予 定 日 時 年  月  日  時  分 

出 動 技 術 員 
 

 

 

 

会社名                 

 

   代表者役職名              

  

連絡先                 
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計画参考 45 災害時の情報収集及び提供並びに応急措置資機材の提供等に関する協定 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と愛知県石油商業組合（以下「乙」という。）は、名古屋市内にお

いて風水害、地震等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）、甲

が行う応急対策活動について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、乙が災害時に知り得た災害情報の提供（以下「災害情報の提供」という。）並び

に所有する応急措置資機材の提供及び自動車用燃料の優先供給（以下「応急措置資機材の提供等」と

いう。）により、甲の行う応急対策活動を支援することを目的とする。 

 （災害情報の提供に係る要請） 

第２条 甲は、災害時において応急対策活動を実施する上で必要があると認めるときは、浸水状況、建

物損壊状況等を求める災害情報の内容を明らかにして、乙に対して災害情報の提供を要請する。 

 （応急措置資機材の提供等に係る要請） 

第３条 甲は、災害時において応急活動を実施する上で必要があると認めるときは、次の各号に掲げる

事項を明らかにして、乙に対して応急措置資機材の提供等を要請する。 

 (1) 災害の状況及び要請する事由 

 (2) 必要な応急措置資機材又は自動車用燃料の種類、数量等 

 (3) その他必要な事項 

２ 前項の要請は、事後、甲乙双方の協議の上必要に応じて文書等によって確認するものとする。 

 （災害情報の提供及び応急措置資機材の提供等） 

第４条 乙は、前２条の規定により要請がなされた場合、又は被害の発生を認めた場合、その内容に従

って、可能な範囲で災害情報の提供、又は応急措置資機材の提供等を甲に対して行うものとする。 

２ 乙は、応急措置資機材の提供等を行った場合は、甲に対して前条第１項第２号に掲げる事項につい

て書面により速やかに通知するものとする。 

 （平素の協力） 

第５条 甲及び乙は、災害時に際しこの協定が効果的に運用されるよう、平素から密接な連絡調整に努

めるものとする。 

 （補償） 

第６条 提供された応急措置資機材が破損、紛失等した場合の経費は、乙の請求に基づき甲が負担する

ものとする。 

２ 前項の経費は、破損、紛失等した直前における適正な価格を基礎として算出するものとする。 

 （事業所台帳） 

第７条 乙は、この協定に基づき災害情報の収集及び提供並びに応急措置資機材の提供等を行う給油取

扱所の名称、代表者名、所在地、郵便番号、電話番号を記載した事業所台帳を作成し、保管するとと

もに、甲に対してその写しを提供するものとする。 

 （実施細則） 

第８条 この協定の実施について必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。 
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 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項は、その都度、甲乙双方が協議して決定する

ものとする。 

 

   附 則 

１ この協定は、平成 14年３月 29日から効力を生じる。 

２ この協定の締結に伴い、平成９年３月 25日に締結した災害時における応急措置資機材の提供等に関

する協定は廃止する。 

３ この協定の成立を証明するため、正本２通を作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保管する。 

 

  平成 14 年３月 29 日   

 甲  名古屋市 

 代表者 名古屋市長  松 原 武 久   印 

 乙  愛知県石油商業組合 

 代表者 理事長    大 森 一 人   印 
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災害時の情報収集及び提供並びに応急措置資機材の提供等に関する協定実施細目 

 

 （趣旨） 

第１条 この実施細目は、災害時の情報収集及び提供並びに応急措置資機材の提供等に関する協定（以

下「協定」という。）第８条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項を定めるものとする。 

 （災害情報の提供に係る要請） 

第２条 名古屋市（以下「甲」という。）は、協定第２条の要請を行う場合は、愛知県石油商業組合（以

下「乙」という。）の組合員の内、事前に登録した乙の組合員（以下「登録組合員」という。）に対

して、ファクシミリにより要請するものとする。また、乙の登録組合員は、自ら被害の発生を確認し

必要と判断した場合は、甲の要請の有無にかかわらず、甲に対しファクシミリにより災害情報を提供

するものとする。 

 （応急措置資機材の提供等に係る要請） 

第３条 甲は、協定第３条第１項の要請を行う場合は、乙の各地区長に対して電話等により要請するも

のとする。ただし、甲は、状況により乙の各地区長に対して要請することができない場合は、乙の組

合員に対して要請するものとする。 

 （応急措置資機材） 

第４条 協定第４条第１項に基づき提供される応急措置資機材は、次に掲げる資機材とする。 

第５条 ジャッキ 

 (1) バール 

 (2) スコップ 

 (3) ロープ 

 (4) ヘルメット 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、乙が甲に対して提供可能な応急措置資機材 

 （自動車用燃料の優先供給を受けることができる車両） 

第６条 協定第４条第１項に基づき自動車用燃料の優先供給を受けることができる車両は、甲の緊急通

行車両（消防車、救急車等の緊急自動車及び標章を掲示した災害応急対策を実施する車両をいう。）

とする。 

 （登録組合員による災害情報の提供） 

第７条 第２条の登録組合員による災害情報の提供は、様式第１により行うものとする。 

 （応急措置資機材の提供等の通知） 

第８条 協定第４条第２項の通知は、様式第２及び様式第３により行うものとする。 

 （協議） 

第９条 協定の実施について、この実施細目に定めのない事項又は疑義を生じた事項は、甲の消防長と

乙の長が協議して決定する。 

 

   附 則 

１ この実施細目は、平成 14 年３月 29 日から効力を生じる。 

２ この実施細目の締結に伴い、平成９年 10月 31 日に締結した災害時における応急措置資機材の提供
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等に関する協定実施細目は廃止する。 

３ この実施細目の成立を証明するため、正本２通を作成し、甲乙が記名押印の上、各１通を保管する。 

 

平成 14年３月 29日 

 

 甲  名古屋市消防長 石 原 秋 春 

 

 乙  愛知県石油商業組合 

  理 事 長 大 森 一 人 
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様式第１ 

災 害 状 況 報 告 （ 定 点 観 測 ） シ ー ト 

 
1 現在時刻    日      時    分 

 

２ 郵便番号        －         

 

３ 電話番号        －         

               

     ● 事業所（店舗）前の道路に溜まっている水の深さ 
 
 
 
 
 
 

● 溜まっている水の状況 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
● 事業所（店舗）近辺の建物の状況 

 
 
 
 
 

● 事業所（店舗）近辺の火災の発生状況 
 
 
 
 

 
 

１ あり 

２ なし 

 

まず、現在の日時、事業所（店舗）の郵便番号と電話番号を記入してください。 

被害状況について該当するものに番号を記入してください。 

水 

害 

時 

記 

入 

欄 

１ 溜まっていない。 
２ 車のタイヤ半分（約 20 ㎝）より低い。 
３ 車のタイヤ（約 50㎝）より低い。 
４ 車のタイヤ（約 50㎝）より上まで溜まっている。 

１ 増えつつある。 
２ 減りつつある。 
３ 変化なし。 

地 

震 

時 

記 

入 

欄 

１ 破損した建物はない。 
２ 屋根瓦が落ちた家がある。 
３ 傾いたり、倒れた家がある。 

１ 発生している。 
２ 発生していない。 

災害状況等について連絡事項があれば、記入してください。 
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様式第２ 

年  月  日 

 

（あて先）名古屋市長 

 

 

愛 知 県 石 油 商 業 組 合 

名 古 屋 第    地 区 

地 区 長 名      

 

 次のとおり応急措置資機材の提供を行いましたので、通知します。 

年月日 

給油取扱所の名称 
代 表 者 名 
所 在 地 
電 話 番 号 

提供先の所属名 
及び担当者名 

応急措置資機材名 
 （個数） 

 

 
 
 
（  ）   － 

  

 

 
 
 
（  ）   － 

  

 

 
 
 
（  ）   － 

  

 

 
 
 
（  ）   － 

  

 

 
 
 
（  ）   － 

  

 

 
 
 
（  ）   － 

  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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様式第３ 

年  月  日 

 

（あて先）名古屋市長 

 

 

愛 知 県 石 油 商 業 組 合 

名 古 屋 第    地 区 

地 区 長 名     

 

 次のとおり自動車用燃料の優先供給を行いましたので、通知します。 

年月日 

給油取扱所の名称 
代 表 者 名 
所 在 地 
電 話 番 号 

供給先の所属名 
及び車両番号 

自動車用燃 料 

種 類 数量（１） 

 

 
 
 
（  ）   － 

   

 

 
 
 
（  ）   － 

   

 

 
 
 
（  ）   － 

   

 

 
 
 
（  ）   － 

   

 

 
 
 
（  ）   － 

   

 

 
 
 
（  ）   － 

   

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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計画参考 46 災害対策支援協力に関する覚書（市対東海郵政局） 

 

 東海郵政局（以下「甲」という。）と名古屋市（以下「乙」という。）とは、災害対策の支援及び道

路における通行の安全確保を目的として、次の覚書を締結する。 

 

 ・災害対策支援協力に関する覚書 

 ・道路情報の提供に関する覚書 

 

 本覚書の成立を証するため、それぞれ正本２通を作成し、各１通を保管するものとする。 

 

  平成 10 年３月 24 日 

 甲   東海郵政局 

 局 長 

 吉 崎 英 雄 

 

 

 乙   名古屋市 

 代表者  名古屋市長 

 松 原 武 久 
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災害対策支援協力に関する覚書 

 （対象とする災害） 

第１条 この覚書が対象とする災害は、名古屋市において発生し、名古屋市独自では十分な応急措置が

実施できない大規模な地震又は風水害とする。 

 （協力要請） 

第２条 甲又は乙は、災害が発生した場合において、次に掲げる事項についてそれぞれ協力を要請する

ことができる。 

(1) 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての乙への提供 

(2) 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の郵便物集積場所等としての甲への提供 

(3) 郵便による名古屋市災害対策本部又は区本部あて災害救援物資等の甲による保管等 

(4) 甲又は乙が収集した被災住民の避難先及び被災状況に関する情報の提供 

(5) 甲又は乙が実施する応急対策及び復旧対策に係る市民等に周知すべき事項についての広報 

(6) 甲による避難所への臨時郵便差出箱の設置 

(7) 前各号に掲げるもののほか、甲又は乙が実施する応急対策及び復旧対策に関し、特に必要な事項 

 （協力の実施） 

第３条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性を考慮し、協力するよう努め

なければならない。 

 （経費の負担） 

第４条 第３条の規定に基づく協力に要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除

く他、甲乙双方が協議して定めるものとする。 

 （災害対策本部への派遣） 

第５条 甲は乙から要請があった場合、名古屋市災害対策本部に職員を派遣することができる。 

 （災害情報等連絡体制の整備） 

第６条 甲及び乙は、第２条に掲げる事項を円滑に進めるため、連絡体制の整備を平素から行うものと

する。 

２ 前項に係る連絡については、甲においては東海郵政局総務部企画課長、乙においては名古屋市消防

局防災・危機管理部災害対策課長を通じて行うものとする。 

 （防災訓練等への参加） 

第７条 甲は乙から乙主催の防災訓練等への参加要請があった場合には、名古屋市内の郵便局に参加を

働きかけるものとする。 

 （協議） 

第８条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

   附 則 

 この覚書は、締結の日から効力を発生する。 

＊（「道路情報の提供に関する覚書」は省略） 
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計画参考 47-1 大規模地震災害時における地域応援に関する協定（市対 13事業所）  

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と〔別記 13 事業所〕（以下「乙」という。）とは、大規模地震災害

時における地域応援活動について、次のとおり協定を締結する。 

 （趣旨） 

第 1条 この協定は、名古屋市域において大規模地震に伴う災害が発生した場合に、甲が実施する応急

対策活動に名古屋市内に消防車を有する乙の事業所が協力（以下「地域応援」という。）するときの

当該応援に係る手続き、範囲その他必要な事項を定めるものとする。 

 （応援の内容） 

第 2条 地域応援の内容は次のとおりとする。 

(1) 事業所の敷地外へ出動して行う応援活動（以下「事業所外応援」という。） 

ア 火災の消火、延焼防止 

イ 負傷者の救出、救護 

(2) 事業所の敷地内で行う応援活動（以下「事業所内応援」という。） 

ア 救出・救護資器材の貸出 

イ 負傷者の一時的な救護 

ウ その他避難者への一時的な応援 

 （応援の実施） 

第 3条 事業所外応援は、甲の要請に基づきこれを行うものとし、事業所内応援は、乙の判断でこれを

行うものとする。 

 2 地域応援は、乙の自衛消防活動又は他の応援協定に基づく応援活動その他事業所運営を阻害するも

のであってはならない。 

 （応援活動の指揮） 

第 4条 乙は事業所外応援を実施するときは、甲の指揮により活動するものとする。 

 （第三者加害） 

第 5条 乙が行う事業外応援に関して第三者と甲又は乙との間に紛争が生じた場合は、甲乙協議の上、

これを解決するものとする。 

 （資器材の準備） 

第 6条 乙は地域応援に必要な資器材の充実に努めるものとする。 

 （経費の負担） 

第 7条 事業所外応援に要した経費については、原則として次の各号により甲が負担するものとする。 

(1) 活動時に使用した消耗品費 

(2) 車両、機械器具類の燃料費及び破損した器具の修理費 

 （損害補償） 

第 8条 事業所外応援により乙の従業員が、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態

となった場合の補償については、消防団員等の災害補償に関する条例（昭和 36 年名古屋市条例第 10

号）によるものとする。 
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 （訓練等） 

第 9条 甲及び乙は、この協定の効果的な運用を図るため、訓練、研修等の実施に努めるものとする。 

 （協議） 

第 10 条 この協定に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度協議するも

のとする。 

 （運用） 

第 11 条 この協定の実施に係る細目的事項については、付属書によるものとする。 

 （有効期限） 

第 12条 この協定の有効期限は平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 2年間とする。ただし、

有効期限の満了する 2か月前までに甲乙いずれからもこの協定についての意思表示がない場合は、引

き続き 2年間、自動的に有効期間を延長し、以後同様とする。 

 

 この協定を証するため、甲と乙は、本書を 2通作成し、それぞれ記名押印の上、その 1通を保有する。 

 

  平成 年 月 日 

 

 

 甲   名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

 名古屋市代表者 

 名古屋市長  松 原 武 久 

 

 

 乙   〔別記 13 事業所    代 表 者 名〕 
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別記 

番号 所   在   地 事  業  所  名 締結代表者 協定締結年月日 

1 東区矢田南五丁目1番14号 三菱電機㈱名古屋製作所 所  長 平成10年1月14日 

2 瑞穂区須田町2番56号 日 本 ガ イ シ ㈱ 代表取締役社長 平成10年1月12日 

3 熱田区南一番町1番10号 愛知機械工業株式会社（熱田工場） 代表取締役 平成10年1月14日 

4 港区野跡五丁目4番16号 〃   （永徳工場） 代表取締役 平成10年1月14日 

5 港区千年三丁目1番12号 ㈱ U A C J 名 古 屋 製 造 所 名古屋製造所長 平成10年1月12日 

6 港区竜宮町10番地 大同特殊鋼㈱築地テクノセンター センター長 平成10年1月14日 

7 港区大江町10番地 三 菱 重 工 業 ㈱ 

名古屋航空宇宙シ

ステム製作所長 

 

平成10年1月12日 

8 港区昭和町17番地の23 東 亞 合 成 ㈱ 名 古 屋 工 場 
執 行 役 員 

工 場 長 
平成10年1月14日 

9 港区大江町9番地の1 東 レ ㈱ 名 古 屋 事 業 場 事 業 場 長 平成10年1月16日 

10 南区大同町二丁目30番地 大 同 特 殊 鋼 ㈱ 星 崎 工 場 工 場 長 平成10年1月12日 

11 南区丹後通二丁目1番地 三 井 化 学 ㈱ 名 古 屋 工 場 工 場 長 平成10年1月12日 

12 南区滝春町9番地 大 同 マ シ ナ リ ー ㈱ 代表取締役社長 平成14年9月13日 

13 緑区鳴海町字柳長80番地 日 本 車 輌 製 造 ㈱ 鳴 海 製 作 所 鳴海製作所長 平成10年1月13日 
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計画参考 47-2 大規模地震発生時の公益占用物件の復旧に関する取扱いについて 

 

 本市市域内において大規模地震（被害が面的に多発する地震）が発生した場合には、市民の生活にとっ

て不可欠ないわゆるライフラインとなる占用物件が多数被災することが想定され、その復旧が極めて急を

要することを鑑み、緊急措置として標記の取扱いを下記のとおり定める。 

 

記 

 

 １．占用物件の仮復旧工事に伴う取扱い 

  (1) 道路占用許可申請について 

   ア．仮復旧工事を実施する際の道路占用許可申請については、工事の前後に所轄土木事務所へ連絡

する場合に限り、申請書類の提出を事後（集約申請含む）とすることができる。ただし、所轄

土木事務所と連絡が取れない場合は、路政部道路管理課に連絡をすること。また、前述のいず

れの組織にも連絡が取れない場合は、本市災害対策本部緑政土木部に連絡すること。なお、申

請書類は整い次第、速やかに提出すること。 

イ．上記アの取扱いをする場合、承認工事及び占用工事の施工に関する遵守基準の第１９条第２

項は適用しない。 

  (2) 仮設工法の採用について 

仮復旧工事については、各種技術基準による一時的な仮設工法（露出配管、浅埋配管等）を必要

に応じて採用することができる。ただし、一般交通の妨げになる場合は採用できないものとする。 

  (3) 仮復旧材料について 

仮復旧工事に係る埋戻しについては、発生土及び発生路盤材、並びに常温合材を必要に応じて使

用することができる。 

  (4) 廃止管路の一時残置について 

仮復旧工事の際、占用を廃止することとした既設管路等については本埋設などによる撤去が可能

となる時期まで一時的に残置することができる。 

  (5) 復旧作業について 

仮復旧工事をする際の作業については、名古屋市地域防災計画（地震編）第１章第１５節【緊急

輸送道路】並びに第２９節を遵守すること。 

なお、緊急輸送道路上での復旧作業中に啓開作業が実施される場合は、所轄土木事務所と連絡を

密にして協力すること。 

 

 ２．占用物件の本復旧工事に伴う取扱い 

  都市機能回復後の占用物件の本埋設に関する工事については、上記１の取り扱いは適用しない。ただ

し、道路復旧方法等については事前に所轄土木事務所と協議すること。 

以上 
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計画参考 48 災害時の情報収集等に関する協定（市対名古屋タクシー協会） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と名古屋タクシー協会（以下「乙」という。）は、大規模な地震又

は風水害が発生した場合（以下「災害時」という。）における情報収集について、次のとおり協定を締

結する。 

 （目的） 

第 1 条 この協定は、災害時に、乙がタクシー無線により収集した被害情報等（以下「被害情報等」と

いう。）を甲に対して提供することにより、甲が行う応急対策活動を支援することを目的とする。 

 （適用） 

第 2 条 この協定は、災害時に、甲又は乙が甲の市域内において人的被害又は家屋の損壊等に関する被

害の発生を確認した場合に適用するものとする。 

 （被害情報等の提供の要請） 

第 3 条  甲は、災害時に応急対策活動を迅速に実施するうえで必要があると認めるときは、乙に対して

被害情報等の提供を要請するものとする。 

 （被害情報等の提供） 

第 4 条 乙は、前条の規定による甲の要請又は乙の自主的判断に基づき、被害情報等を甲に対して提供

するものとする。 

 （経費の負担） 

第 5 条 被害情報等の提供に係る経費は、甲、乙の業務範囲に応じ、それぞれが負担するものとする。 

 （平素の協力） 

第 6 条 甲及び乙は、災害時にこの協定が効果的に運用されるよう、平素から密接な連絡調整に努める

ものとする。 

 （実施細目） 

第 7 条 この協定の実施について必要な事項は、甲、乙協議のうえ別に定めるものとする。 

 （協議） 

第 8 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲、乙協議のうえ決

定するものとする。 

   附 則 

 1 この協定は、平成21年 9 月11日から効力を生じる。 

 2 この協定の発効と同時に、平成 9 年10月 7 日に締結した災害時の情報収集等に関する協定（市対名

古屋タクシー協会）は失効する。 

 3 この協定の締結の証として、正本 2 通を作成し、甲、乙記名押印し、双方各 1 通を保管する。 

 

   平成21年 9 月11日 

甲 名古屋市 

代表者  名古屋市長   河 村 た か し 

乙 名古屋タクシー協会 

代表者  会   長   森    博  一 
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計画参考 49-1 災害時における一般ボランティア受入れ活動に関する協定書（市対社会福祉法人名古

屋市社会福祉協議会）  

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会（以下「乙」という。）と

の間において、次のとおり協定を締結する。 

 

 （総則） 

第１条 この協定は、名古屋市地域防災計画に基づき、災害時において甲及び乙が行う災害応急対策又

は災害復旧対策としての一般ボランティア受入れ活動に係る協力に関し、必要な事項を定める。 

 （協力内容） 

第２条 甲が乙に要請する協力の内容は、次のとおりとする。 

(1) 一般ボランティアの需給調整に関すること 

(2) 「市災害ボランティアセンター」の運営協力に関すること 

(3) その他甲が行う活動への協力 

 （協力要請） 

第３条 甲がこの協定に基づき乙へ要請を行う場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急やむ

をえない場合は、口頭又は電話等の方法により協力を要請し、後日文書をもって処理するものとする。 

２ 乙は、前項の協力要請を受けたときは、やむをえない特別の理由がない限り、直ちに必要な活動を

開始するものとする。 

３ 乙は、災害の事態が急迫し甲からの協力要請を待つことができないときは、第２条に定める協力内

容に基づく行い得る活動を開始し、その状況を直ちに甲に報告するとともに、その後の処理について

甲と協議するものとする。 

 （活動拠点） 

第４条 災害時に乙が活動する拠点は、「市災害ボランティアセンター」とする。 

２ その他の活動拠点については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

 （費用負担） 

第５条 甲の協力要請に基づき乙が活動を行った場合、甲が必要と認めた費用は、甲が負担するものと

する。 

２ 乙は、当該名古屋市災害対策本部の廃止後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

 （活動期間） 

第６条 甲の協力要請に基づく乙の当該活動の期間については、甲の指示があるまで続くものとする。 

 （協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。 

 （有効期限） 

第８条 この協定の有効期限は、平成 11年４月１日から平成 12 年３月 31 日までとする。ただし、期限

終了の日の３ヵ月前までに、甲乙に何らかの意思表示がないときは、１年間延長されたものとみなし、

以降この例によるものとする。 
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 上記、協定締結の証として、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

   

  平成 11 年３月 29 日 

 

 甲   名古屋市 

  代表者  名古屋市長 松 原 武 久 

 乙   社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

  代表者  会   長 鈴 木   匡 
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計画参考 49-2 災害時における一般ボランティア受入れ活動に関する協定書 

 

名古屋市（以下「甲」という。）と社会福祉法人名古屋市○○区社会福祉協議会（以下「乙」という。）

との間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、名古屋市地域防災計画に基づき、災害時において甲及び乙が行う災害応急対策又

は災害復旧対策としての一般ボランティア受入れ活動に係る協力に関し、必要な事項を定める。 

（協力内容） 

第２条 甲が乙に要請する協力の内容は、次のとおりとする。 

  (1)  一般ボランティアの需給調整に関すること。 

  (2)  「区災害ボランティアセンター」の運営協力に関すること。 

  (3)  その他の活動に関すること。 

（災害ボランティアセンターの開設） 

第３条 甲は、災害規模に応じて市・区災害対策本部において、必要な資器材や場所を確保して「区災

害ボランティアセンター」を開設する。 

（協力要請） 

第４条 甲が、この協定に基づき乙へ要請を行う場合は、文書により行うものとする。ただし、緊急や

むを得ない場合は、口頭又は電話等の方法により協力を要請し、後日文書をもって処理するものとす

る。 

２ 乙は、前項の協力要請を受けたときは、やむをえない特別の理由がない限り、直ちに必要な活動を

開始するものとする。 

３ 乙は、災害の事態が急迫し甲からの協力要請を待つことができないときは、第２条に定める協力内

容に基づく行い得る活動を開始し、その状況を直ちに甲に報告するとともに、その後の処理について

甲と協議するものとする。 

（活動拠点） 

第５条 災害時に乙が活動する拠点は、「区災害ボランティアセンター」とする。 

２ その他の活動拠点については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（費用負担） 

第６条 甲の協力要請に基づき乙が活動を行った場合、甲が必要と認めた費用は、甲が負担するものと

する。 

２ 乙は、「区災害ボランティアセンター」の閉鎖後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

（活動期間） 

第７条 甲の協力要請に基づく乙の当該活動の期間については、甲の指示があるまで続くものとする。 

（協議） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。 

（有効期限） 

第９条 この協定の有効期限は、平成16年４月１日から平成17年３月31日までとする。 

 ただし、期限終了の日の３ヶ月前までに、甲乙に何らかの意思表示がないときは、１年間延長された

ものとみなし、以降この例によるものとする。 

 

 



 

- 868 - 

 上記、協定締結の証として、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

  平成16年４月１日 

 

                  甲 名古屋市 

                     代表者 名古屋市長 松 原 武 久    

 

                  乙 社会福祉法人名古屋市○○区社会福祉協議会 

                     代表者 会 長   ○ ○ ○ ○    
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計画参考 49-3 災害時における一般ボランティアの受入活動に関する協定書 

 

 名古屋市（以下「市」という。）と災害救護系ボランティア団体及びＮＰＯ（以下「協力団体」という。）

は、名古屋市地域防災計画に基づき市が設置する市・区災害ボランティアセンター（以下「センター」とい

う。）の運営協力及び平常時の防災活動に関し、次のとおり協定を締結する。 

（災害時の協力活動） 

第１条 災害時に市が協力団体に要請する協力の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 一般ボランティアの需給調整に関すること。 

  (2) 「名古屋市・区災害ボランティアセンター（以下｢センター｣という。）」の運営に関すること。 

 (3) その他ボランティア活動に関すること。 

 （センターの設置） 

第２条 市は、災害規模に応じて、市・区災害対策本部において、センターを設置する。 

２ 市は、センターの設置に当たっては、ボランティアと被災者のニーズとの調整役となるボランティアコ

ーディネーター（以下「コーディネーター」という。）の派遣を協力団体に要請する。 

３ 協力団体は、前項の要請があった場合には、速やかにコーディネーターを派遣するよう努めるものとす

る。 

 （活動拠点） 

第３条 災害時にコーディネーターが活動する拠点は、センターとする。その他の活動拠点については、市、

社会福祉協議会及び協力団体との協議のうえ決定するものとする。 

 （センターの運営） 

第４条 市は、センターの運営に当たっては、対等な関係のもとでコーディネーターの自主性・自立性を尊

重しなければならない。 

２ コーディネーターは、社会福祉協議会と連携しセンターの円滑な運営に協力するよう努めるものとする。 

 （センターの閉鎖） 

第５条 コーディネーターは、センターが閉鎖されるときは、当該活動について、市や社会福祉協議会等の

関係機関に円滑に引き継ぐよう努めるものとする。 

 （活動期間） 

第６条 市の協力要請に基づく協力団体の当該活動の期間については、市、社会福祉協議会及び協力団体が

協議して決定するものとする。 

 （平常時の協力活動） 

第７条 協力団体は、平常時から市の実施する次の施策について協力するものとする。 

 (1) 災害時のボランティア活動に関する講座、研修会等 

 (2) 「防災週間」を中心に開催される「なごや市民総ぐるみ防災訓練」 

 (3) その他、防災に関する啓発活動に関すること 

２ 市と協力団体は防災に関する情報交換の場を設けるものとする。 

 （その他） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度市と協力団体が協議して

決定するものとする。 

 （適用） 

第９条 この協定は、平成17年 6月 18日から適用する。 
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 この協定の成立を証するため、関係者記名押印の上、各１通を保有する。 

 
平成17年 6月 18日 

特定非営利活動法人レスキューストックヤード 
代表理事  栗 田  暢 之 

 

災害ボランティアコーディネーターなごや 

代表者   高 崎  賢 一 

 

防災ボラネット守山 

代表者   鷲 見   修 

 

名古屋みなと災害ボランティアネットワーク 

代表者   高 崎  賢 一 

 

名古屋みどり災害ボランティアネットワーク 

代表者   岡 田  雅 美 

 

名古屋きた災害ボランティアネットワーク 

代表者   新 井  明 子 

 

天白でぃぷり 

代表者   田 中  由 幸 

 

名東区災害ボランティアの会 

代表者    巾   賢 治 

 

名古屋ひがし防災ボランティアネットワーク 

代表者   浜 辺   文 

 

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

名古屋市 

 代表者  名古屋市長  松 原 武 久 

 

平成 18年 2月 5日に同内容で締結 

名古屋みなみ災害ボランティアネットワーク 

代表者   村 松  克 己 

 

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

名古屋市 

 代表者  名古屋市長  松 原 武 久 

 

 

 

平成22年3月20日に同内容で締結 

災害ボランティアちくさネットワーク  

代表者 高 松  三 千 男 

         

なごやにし防災ボランティアの会  

代表者 杉 山  三 枝 子 
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なごや中村災害ボランティアネットワーク  

代表者 黒 宮  と し ゑ 

                      

なごや防災ボランティアネットワークなか 

代表者 小 倉  靖 生 

         

なごや防災ボランティアネットワーク昭和  

代表者 小 塚  勝 

         

名古屋みずほ災害ボランティアネットワーク  

代表者 渡 辺  具 仁 

         

あつた災害ボランティアネットワーク  

代表者 門 田  芳 恵 

                                           

名古屋なかがわ災害ボランティアネットワーク  

代表者 下 田  豊 子 

                 

名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

名古屋市 

                                   代表者  名古屋市長  河 村 た か し 
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計画参考 49-4 災害時における災害ボランティアセンター支援に関する協定書 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）及び公益社団法人名古屋青年会議所（以下「乙」という。）

は、災害時における協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、名古屋市内における災害発生時に、甲が被災者を対象として支援活動を

実施する災害ボランティアセンター（以下「災害ＶＣ」という）を設置し、社会福祉協

議会や災害救援ボランティア団体及びＮＰＯが運営協力する際に乙が迅速かつ効果的に

支援を実施できるように必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（連携及び協力） 

第２条 災害ＶＣの運営にあたり、乙は甲の要請に応じて可能な範囲で次の支援を行う。 

    （１） 災害ＶＣが仲介する被災者等を対象としたボランティア活動への協力 

（２） 災害ＶＣの運営に係る人員（スタッフ）の手配 

（３） 災害ＶＣの設置・運営に必要な備品、資材及び機材などの提供 

（４） その他甲乙が合意した事項 

  ２ 乙は前項に定める支援を行うにあたり、社会福祉協議会や災害救援ボランティア団体

及びＮＰＯと連携し災害ＶＣの円滑な運営に協力するよう努めるものとする。また甲乙

は互いに必要な情報の提供を求めることができる。なお、情報共有のために会議を開催

する場合は、積極的に参加することとする。 

 

（平常時の活動への協力等） 

第３条 甲乙は災害時に円滑に連携・協力ができるよう、平常時より連携を図る。 

  ２ 甲乙は平常時において、災害ＶＣ及び災害ボランティア活動など被災者支援に関する

研修、セミナー、訓練等の実施や、それらに関する情報の提供及び参加の促進を相互に

行う。 

  ３ 甲乙は平常時の連携を図るため、年度ごとに 1 回以上情報交換の機会を設ける。また、

必要に応じてそれぞれの取り組みを共有する機会を設ける。 

 

（経費の負担） 

第４条 第２条第１項に定める乙の活動や支援において乙に発生した費用は原則として乙の負

担とする。 

  ２ 乙が費用負担することにおいて、特段の調整が必要な場合は、乙は甲に費用負担割合

等について協議を申し出ることができる。この場合甲は誠実に協議を行うこととする。 

 

（保険） 
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第５条 乙は本協定に基づく被災者支援活動を行うに当たり、活動参加者をボランティア活動

保険に加入させなければならない。 

   

（守秘義務） 

第６条 甲乙は本協定に関して知り得た情報等について他に漏らしてはならない。 

 

（連絡担当者） 

第７条 甲乙は、災害発生時に備え、本協定に関する連絡担当者をあらかじめ定め、相互に連

携することとする。また、連絡担当者が変更となった場合は、速やかに連絡することと

する。 

 

（協議） 

第８条 本協定に定めのない事項及び本協定の内容に関し疑義が生じた場合は甲乙が協議の上、

これを定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は協定締結の日から１年間とする。但し、この期間が満了する３

０日前までに甲乙いずれかが協定を解除する意思表示を行わない時は、さらに１年間継

続するものとし、以後も同様とする。 

 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれが記名押印のうえ各自 1 通

を保管するものとする。 

  

令和４年６月１０日 

 

甲  名古屋市  

   代表者 名古屋市長    河 村 た か し      

 

乙  公益社団法人 名古屋青年会議所  

理事長          高 橋 雅 大        
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計画参考 49-5 災害ボランティア活動用資器材の管理に関する協定 

 

 なごや災害ボランティア連絡会（以下「甲」という。）、社団法人名古屋建設業協会（以下「乙」という。）

及び名古屋市（以下「丙」という。）は、災害ボランティア活動用資器材（以下「資器材」という。）の管理

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 （目的） 

第 1 条 この協定は、災害時におけるボランティアによる応急対策活動を迅速かつ効果的に行うに当たり、

資器材の管理について、甲、乙及び丙がそれぞれの役割のもと、協働して行うことによって、被災者の速

やかな自立を促し、一日も早い生活再建を支援することを目的とする。 

 （基本理念） 

第2条 資器材の管理は、次に掲げる基本理念に基づくものとする。 

 (1) 甲、乙及び丙は、互いを尊重しあうとともに、築かれた協力関係を大切にして、協働により取組みを

進めること。 

 (2) 甲、乙及び丙は、管理する資器材が平成12年 9月の東海豪雨による災害救援のために丙に寄贈された

貴重な財産であるという共通認識のもと、資器材の活用に当たっては市域内のみならず、要請があれば

他地域でも活用するなど、積極的に被災者の支援に努めること。 

 （資器材の保管） 

第 3 条 丙は、資器材が災害時に有効活用できるよう、丙が設置する倉庫で適切に保管するものとする。た

だし、資器材の一部について、市域内における分散保管の観点から、乙に属する会員のうち、対応可能な

会員（以下「協力会社」という。）が所有する倉庫において無償で保管するものとする。 

 2 乙及び協力会社は、前項ただし書きの保管に当たっては、誠実にこれを行うものとする。 

 3 甲は、資器材が災害時に有効活用できるよう、平常時から点検等必要な維持管理を行うものとする。 

 （資器材の搬出入） 

第4条 資器材の搬出入が必要となったときは、甲、乙及び丙が協力して、円滑にこれを行うものとする。 

 （平常時の連携） 

第 5 条 甲、乙及び丙は、この協定が効果的に運用されるよう、平常時から連絡調整を密接にし、連携を図

るものとする。 

 （協議） 

第 6 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲、乙及び丙が協議して

定めるものとする。 

 2 この協定の実施に関し必要な細目的事項については、甲、乙及び丙が協議して別に定めるものとする。 

 （有効期間） 

第 7 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年間とする。ただし、この協定の有効期間終了前 1 か

月までに、甲、乙及び丙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に 1 年間この協定を更新するものと

し、その後においてもまた同様とする。 
  

 この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各１通を保有する。 
 
  平成 19年 6月 19日 
 

甲  なごや災害ボランティア連絡会 

    座 長        高 崎 賢 一 
 

乙  社団法人 名古屋建設業協会 

    会 長        山 田 厚 志 

 

丙  名古屋市 

    代表者 名古屋市長  松 原 武 久 
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計画参考 50-1 災害時における霊柩自動車輸送の協力に関する協定書（市対全国霊柩自動車協会） 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と社団法人全国霊柩自動車協会（以下「乙」という。）とは、名古

屋市内に地震、風水害その他の災害が発生し、災害対策本部が設置される災害時（以下「災害時」とい

う。）における霊柩自動車による輸送等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害時に多数の死者が一時的・集中的に発生した場合における霊柩自動車等によ

る遺体の搬送及び搬送に必要な資機材の提供について、乙の甲の要請に対する協力その他必要な事項

を定めるものとする。 

 （業務の種類） 

第２条 甲が乙に要請する業務の種類は、次のとおりとする。 

(1) 遺体の搬送及び搬送に必要な資機材の提供 

(2) 前号に掲げるもののほか、特に甲から要請があった事項 

 （要請） 

第３条 甲による要請は、災害時における協力要請書（第１号様式。以下「要請書」という。）により

行うものとする。ただし、当該要請書により要請することが困難な場合は電話等で要請し、その後速

やかに当該要請書を送付するものとする。 

 （要請業務の実施） 

第４条 乙は、甲の指示に従い、第２条の業務を実施するものとする。 

 （報告） 

第５条 乙は、前条の規定に基づき第２条の業務を実施したときは、災害時における要請業務実施報告

書（第２号様式。以下「報告書」という。）を甲に提出するものとする。ただし、当該報告書を提出

することが困難な場合は電話で報告し、後日当該報告書を提出するものとする。 

 （経費の負担） 

第６条 第２条の業務に使用した遺体の搬送及び搬送に必要な資機材等の協力に要した経費は、甲が負

担するものとする。 

 （経費の請求） 

第７条 乙は、乙の会員の要請業務実績を集計し、前条の経費について、甲に一括して請求するものと

する。 

 （経費の支払） 

第８条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払の請求があった場合は、請求書を受理した日から

30 日以内に乙に支払うものとする。 

 （価格の決定） 

第９条 甲が負担する経費の価格は、災害時の直前における適正価格を基準として、甲乙協議して決定

するものとする。 

 （支援体制の整備） 

第 10 条 乙は、災害時における円滑な遺体の搬送等の協力が図れるよう、乙の中部各支部その他乙の組
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織の広域応援体制及び情報受伝達体制の整備に務めるものとする。 

 （連絡責任者） 

第 11 条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては健康福祉部生活環境班班長（参事・生活

衛生）、乙にあっては社団法人全国霊柩自動車協会愛知県支部長とする。 

 （職員の同乗等） 

第 12 条 甲は、必要に応じ、乙の搬送車両に甲の職員を同乗させることができるものとする。 

２ 乙は、搬送業務を実施しようとするときは、必要に応じ、甲に甲の職員の同乗を要請することがで

きるものとする。 

 （通知） 

第 13 条 乙は、災害時における円滑な遺体の搬送等の協力が図れるよう、この協定に協力できる乙の会

員名簿（第３号様式）を毎年３月末までに、甲に提出するものとする。 

 （協議） 

第 14 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して定める

ものとする。 

第 15 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間終了前

１か月までに、甲、乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に１年間この協定を更新するもの

とし、その後もまた同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

 

  平成 12 年８月 23 日 

 

 

 （甲） 名古屋市中区三の丸三丁目１－１ 

  名古屋市長 松 原 武 久 

 

 

 （乙） 東京都新宿区四谷三丁目２番地 トラック会館 

 社団法人 全国霊柩自動車協会 

  会長 一 柳     
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計画参考 50-2 災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会（以下「乙」という。）は、名

古屋市内に地震、風水害その他の災害が発生し、災害対策本部が設置される災害時（以下「災害時」

という。）における棺等葬祭用品の供給に係る協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時に多数の死者が一時的・集中的に発生した場合における棺等葬祭用品の

供給について、乙が甲の要請により実施する協力その他必要な事項を定めるものとする。 

（業務の種類） 

第２条 甲が乙に要請する業務は、次のとおりとする。 

(1) 次に掲げる葬祭用品の供給 

① 内張り棺（８分厚桐張りを基準とし、仏衣、棺用納棺セット等を含む。） 

② 骨壷（瀬戸白４寸を基準とし、箱覆、骨壷箱等を含む。） 

③ ドライアイス 

④ 遺体安置用防腐剤その他遺体を安置するために必要な資材 

(2) 前項各号に掲げるもののほか、特に甲から要請があった事項 

（要請） 

第３条 甲による要請は、災害時における協力要請書（第１号様式。以下「要請書」という。）により

行うものとする。ただし、当該要請書により要請することが困難な場合は、電話等で要請し、その

後速やかに当該要請書を送付するものとする。 

（緊急要請） 

第４条 前条の規定による要請において、やむを得ない事情により、甲が乙と連絡が取れない場合は、

甲は、直接乙の会員に対し、協力を要請することができるものとする。 

（要請業務の実施） 

第５条 乙は、第３条の規定に基づく甲からの要請を受けたときは、甲の指示により、甲が設置する

遺体収容所、市立八事斎場等へ、速やかに棺等葬祭用品の供給等を実施する。 

（報告） 

第６条 乙は、第２条の規定に基づく業務を実施したときは、災害時における要請業務実施報告書（第

２号様式。以下「報告書」という。）を甲に提出するものとする。ただし、当該報告書を提出するこ

とが困難な場合は、電話等で報告し、その後速やかに当該報告書を提出するものとする。  

 （経費の負担） 

第７条 第２条の規定に基づく業務に要した経費は、甲が負担するものとする。 

 （経費の請求） 

第８条 乙は、乙の会員の要請業務実績を集計し、前条の経費について、甲に一括して請求するもの

とする。 

（価格の決定） 

第９条 甲が負担する経費の価格は、災害発生時の直前における災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）

に基づく基準額を参考として、甲乙協議して決定するものとする。 

 （支援体制の整備） 

第 10 条 乙は、災害時において第２条に掲げる業務を円滑に実施するため、乙の組織の広域応援体制

及び情報伝達体制の整備に努めるものとする。 

 （連絡責任者） 

第 11 条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては名古屋市災害対策本部健康福祉部生活

環境班長参事（生活衛生）、乙にあっては社団法人全日本冠婚葬祭互助協会中部ブロック長とする。 
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 （通知） 

第 12 条 乙は、災害時において円滑に業務を実施するため、この協定に協力することができる乙の会

員名簿（第 3号様式）を毎年 3月末日までに甲へ提出するものとする。 

 （協議） 

第 13 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して定め

るものとする。 

 （有効期間） 

第 14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了

前 1 か月までに、甲、乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に 1 年間この協定を更新する

ものとし、その後においてもまた同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1通を保有する。 

 

   平成 14 年６月３日 

 

                 甲  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

 

                     名古屋市長      松原 武久   

 

 

                 乙  東京都港区虎ノ門三丁目６番２号 

     第二秋山ビル７階 

                   社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 

                     会  長       山下 宗吉 
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計画参考 50-3 災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と名古屋葬祭業協同組合（以下「乙」という。）は、名古屋市内

に地震、風水害その他の災害が発生し、災害対策本部が設置される災害時（以下「災害時」という。）

における棺等葬祭用品の供給に係る協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時に多数の死者が一時的・集中的に発生した場合における棺等葬祭用品

の供給について、乙が甲の要請により実施する協力その他必要な事項を定めるものとする。 

（業務の種類） 

第２条 甲が乙に要請する業務は、次のとおりとする。 

(1) 次に掲げる葬祭用品の供給 

① 内張り棺（８分厚桐張りを基準とし、仏衣、棺用納棺セット等を含む。） 

② 骨壷（瀬戸白４寸を基準とし、箱覆、骨壷箱等を含む。） 

③ ドライアイス 

④ 遺体安置用防腐剤その他遺体を安置するために必要な資材 

(2) 前項各号に掲げるもののほか、特に甲から要請があった事項 

（要請） 

第３条 甲による要請は、災害時における協力要請書（第１号様式。以下「要請書」という。）によ

り行うものとする。ただし、当該要請書により要請することが困難な場合は、電話等で要請し、

その後速やかに当該要請書を送付するものとする。 

（緊急要請） 

第４条 前条の規定による要請において、やむを得ない事情により、甲が乙と連絡が取れない場合

は、甲は、直接乙の会員に対し、協力を要請することができるものとする。 

（要請業務の実施） 

第５条 乙は、第３条の規定に基づく甲からの要請を受けたときは、甲の指示により、甲が設置す

る遺体収容所、市立八事斎場等へ、速やかに棺等葬祭用品の供給等を実施する。 

（報告） 

第６条 乙は、第２条の規定に基づく業務を実施したときは、災害時における要請業務実施報告書

（第２号様式。以下「報告書」という。）を甲に提出するものとする。ただし、当該報告書を提出

することが困難な場合は、電話等で報告し、その後速やかに当該報告書を提出するものとする。  

 （経費の負担） 

第７条 第２条の規定に基づく業務に要した経費は、甲が負担するものとする。 

 （経費の請求） 

第８条 乙は、乙の会員の要請業務実績を集計し、前条の経費について、甲に一括して請求するも

のとする。 

（価格の決定） 

第９条 甲が負担する経費の価格は、災害発生時の直前における災害救助法（昭和 22 年法律第 118

号）に基づく基準額を参考として、甲乙協議して決定するものとする。 

 （支援体制の整備） 

第 10 条 乙は、災害時において第２条に掲げる業務を円滑に実施するため、乙の組織の広域応援体

制及び情報伝達体制の整備に努めるものとする。 

 （連絡責任者） 

第 11 条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては名古屋市災害対策本部健康福祉部生

活環境班長［参事（生活衛生）］、乙にあっては名古屋葬祭業協同組合理事長とする。 
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 （通知） 

第 12 条 乙は、災害時において円滑に業務を実施するため、この協定に協力することができる乙の

会員名簿（第 3号様式）を毎年 3月末日までに甲へ提出するものとする。 

 （協議） 

第 13 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して定

めるものとする。 

 （有効期間） 

第 14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1年間とする。ただし、この協定の有効期間終

了前 1 か月までに、甲、乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に 1 年間この協定を更新

するものとし、その後においてもまた同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有す

る。 

 

  平成 14 年 6月 4日 

 

甲  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

    名古屋市長  松 原  武 久 

 

乙  名古屋市中川区大畑町二丁目 5番 2 号 

   名古屋葬祭業協同組合 

    理 事 長  一 柳     
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計画参考 50-4 災害時における棺等葬祭用品の供給及び霊柩自動車輸送の協力に関する協定 

 

 名古屋市（以下「甲」という。）と株式会社ティア（以下「乙」という。）は、名古屋市内に地震、

風水害その他の災害が発生し、災害対策本部が設置される災害時（以下「災害時」という。）における

棺等葬祭用品の供給及び霊柩自動車による輸送等に係る協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時に多数の死者が一時的・集中的に発生した場合における棺等葬祭用品の

供給並びに霊柩自動車等による遺体の搬送及び搬送に必要な資機材の提供について、乙が甲の要請

により実施する協力その他必要な事項を定めるものとする。 

（業務の種類） 

第２条 甲が乙に要請する業務は、次のとおりとする。 

(1) 次に掲げる葬祭用品の供給 

① 内張り棺（８分厚桐張りを基準とし、仏衣、棺用納棺セット等を含む。） 

② 骨壷（瀬戸白４寸を基準とし、箱覆、骨壷箱等を含む。） 

③ ドライアイス 

④ 遺体安置用防腐剤その他遺体を安置するために必要な資材 

 (2) 遺体の搬送及び搬送に必要な資機材の提供 

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に甲から要請があった事項 

（要請） 

第３条 甲による要請は、災害時における棺等葬祭用品の供給及び霊柩自動車輸送の協力に関する要

請書（第１号様式。以下「要請書」という。）により行うものとする。ただし、当該要請書により要

請することが困難な場合は、電話等で要請し、その後速やかに当該要請書を送付するものとする。 

（要請業務の実施） 

第４条 乙は、前条の規定に基づく甲からの要請を受けたときは、甲の指示により、甲が設置する遺

体収容所、市立斎場等へ、速やかに棺等葬祭用品の供給等を実施するとともに、遺体の搬送及び搬

送に必要な資機材の提供を実施する。 

（報告） 

第５条 乙は、第２条の規定に基づく業務を実施したときは、災害時における棺等葬祭用品の供給及

び霊柩自動車輸送の協力に関する業務実施報告書（第２号様式。以下「報告書」という。）を甲に提

出するものとする。ただし、当該報告書を提出することが困難な場合は、電話等で報告し、その後

速やかに当該報告書を提出するものとする。  

 （経費の負担） 

第６条 第２条の規定に基づく業務に要した経費は、甲が負担するものとする。 

 （経費の請求） 

第７条 乙は、前条の経費について、甲に一括して請求するものとする。 

 （経費の支払） 

第８条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払の請求があった場合は、請求書を受理した日か

ら 30 日以内に乙に支払うものとする。 

（価格の決定） 

第９条 甲が負担する経費の価格は、棺等葬祭用品の供給に要した経費については、災害発生時の直

前における災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）に基づく基準額を参考として、霊柩自動車輸送の

協力に要した経費については、災害時の直前における適正価格を基準として、甲乙協議して決定す

るものとする。 
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 （支援体制の整備） 

第１０条 乙は、災害時において第２条に掲げる業務を円滑に実施するため、乙の組織の広域応援体

制及び情報伝達体制の整備に努めるものとする。 

 （連絡責任者） 

第１１条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては名古屋市災害対策本部健康福祉部生

活環境班長参事（生活衛生）、乙にあっては管理本部総務部長とする。 

 （職員の同乗等） 

第１２条 甲は、必要に応じ、乙の搬送車両に甲の職員を同乗させることができるものとする。 

２ 乙は、搬送業務を実施しようとするときは、必要に応じ、甲に甲の職員の同乗を要請することが

できるものとする。 

 （通知） 

第１３条 乙は、災害時において円滑に業務を実施するため、災害時における棺等葬祭用品の供給及

び霊柩自動車輸送の協力に関する連絡先報告書（第 3 号様式）により、災害時の連絡先を毎年 3 月

末日までに甲へ提出するものとする。 

 （協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して定

めるものとする。 

 （有効期間） 

第１５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年間とする。ただし、この協定の有効期間終

了前 1 か月までに、甲、乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に 1 年間この協定を更新す

るものとし、その後においてもまた同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1通を保有する。 

 

   令和元年９月６日 

 

                 甲  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

 

                    名古屋市長       河村 たかし   

 

 

                 乙  名古屋市北区黒川本通三丁目３５番地１ 

     株式会社ティア 

                     代表取締役社長    冨安 徳久 
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計画参考 50-5 災害発生時における火葬場の相互応援協力に関する協定 

 

（目 的） 

第1条 この協定は、災害発生時における愛知県内の火葬場間の広域的な相互応援協力について必要な事項を定めるこ

とにより、遺体の円滑な火葬を実施し、もって、公衆衛生の確保に資することを目的とする。 

（協定市町村等） 

第2条 この協定は、愛知県内で火葬場を経営する市町村及び地方公共団体の組合（以下「協定市町村等」という。）

の相互間において締結するものとする。 

（応援協力の実施） 

第3条 この協定における応援協力は、次のいずれかに該当する場合で、協定市町村等から応援協力の要請があったと

きに実施するものとする。 

(1) 協定市町村等の火葬場が被災して稼動できなくなった場合 

(2) 協定市町村等の火葬場の火葬能力を著しく超過する遺体の火葬を行う必要が生じた場合 

(3) その他協定市町村等の火葬場の稼動に支障が生じた場合 

（応援協力の内容） 

第4条 この協定における応援協力の内容は、次のとおりとする。 

 (1) 要請を受けた遺体の火葬 

 (2) 火葬場の業務に必要な物資等の提供及び斡旋 

 (3) 火葬場の業務に係る人員の派遣 

 (4) その他要請のあった事項のうち必要と認められる事項 

（応援協力の手続等） 

第5条 この協定における応援協力の要請は、応援協力を要請する協定市町村等（以下「要請市町村等」という。）の

長が、他の協定市町村等の長に対し行うものとする。 

2 前項に規定する応援協力の要請に係る手続きは、別に定めるものとする。 

（応援協力体制） 

第6条 前条の応援協力の要請に対し、広域的に応じるため、別表のとおり協定市町村等を5ブロックに分割し、各ブ

ロックにそれぞれ幹事を置く。 

2 幹事は、前条の応援協力の要請に対し、迅速かつ円滑に応じるため、ブロック内の協定市町村等及び他ブロックの

幹事との連絡調整を行うこととする。 

3 幹事から代表幹事を選出する。 

4 代表幹事は、必要に応じ関係ブロックの幹事と連絡調整を行うものとする。 

（協定市町村等の責務） 

第7条 第5条第1項の規定により応援協力を行う協定市町村等（以下「応援協力市町村等」という。）は、自らの業

務に支障がない限り応援協力を行うものとする。 

2 応援協力市町村等の長は、第5条の応援協力の要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町村

等の長に通知するものとする。 

3 協定市町村等は、第4条各号に規定する応援協力が円滑に実施できるよう、あらかじめ必要な物資等の確保及び応

援協力体制の整備等に努めるものとする。 
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（経費の負担） 

第8条 応援協力に要する経費は、原則として要請市町村等がこれを負担するものとする。 

2 経費の負担について疑義を生じた場合は、要請市町村等及び応援協力市町村等の協議により、決定するものとする。 

（連絡協議会の設置） 

第9条 この協定の運用その他必要な事項を協議するため、協定市町村等による連絡協議会を設置するものとする。 

（協定市町村等の変更に伴う取扱い） 

第 10 条 市町村の合併等により協定市町村等に変更が生じた場合は、特段の申し出がない限り、当該変更後に承継した

市町村又は地方公共団体の組合が、この協定を引き続き締結しているものとして取り扱うものとする。 

2 この協定を締結後、新たに愛知県内で火葬場を経営する市町村又は地方公共団体の組合からこの協定の締結につい

ての申し出があった場合は、連絡協議会に諮るものとする。 

（実施細目） 

第11条 この協定の実施に関し、必要な事項、定めのない事項又は疑義が生じた事項は、代表幹事が連絡協議会に諮り、

決定するものとする。 

（適 用） 

第12条 この協定は、平成31年3月29日から適用する。 

 

この協定の証として、本書30通を作成し、各自1通を保管する。 

 

  平成31年3月29日 

 

名古屋市長 河村たかし       豊橋市長  佐原光一  

岡崎市長  内田康宏        一宮市長  中野正康  

   瀬戸市長  伊藤保德        豊川市長  山脇 実  

津島市長  日比一昭        刈谷市長  竹中良則  

        豊田市長  太田稔彦        安城市長  神谷 学  

西尾市長  中村 健        常滑市長  片岡憲彦  

稲沢市長  加藤錠司郎       新城市長  穂積亮次  

知多市長  宮島壽男        知立市長  林 郁夫  

田原市長  山下政良        愛西市長  日永貴章  

弥富市長  安藤正明        蟹江町長  横江淳一  

        飛島村長  久野時男        設楽町長  横山光明  

東栄町長  村上孝治                    

知多中部広域事務組合管理者  半田市長   原純夫  

愛北広域事務組合管理者    大口町長  鈴木雅博  

衣浦衛生組合管理者      碧南市長   冝田政信 

   知多南部衛生組合管理者    美浜町長  神谷信行  

   尾張東部火葬場管理組合管理者 春日井市長 伊藤 太  

知北平和公園組合管理者    東海市長  鈴木淳雄  
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蒲郡市幸田町衛生組合管理者  蒲郡市長  稲葉正吉  

 

   立会人 愛知県健康福祉部保健医療局長 松本一年  

 

 

別 表 

 

ブロック 市 町 村 地方公共団体の組合 

西尾張ブロック 一宮市、津島市、稲沢市、愛西市、弥

富市、蟹江町、飛島村 

愛北広域事務組合 

東尾張ブロック 名古屋市、瀬戸市 尾張東部火葬場管理組合 

知多ブロック 常滑市、知多市 知多中部広域事務組合、知多南部衛生組合、知

北平和公園組合 

西三河ブロック 岡崎市、刈谷市、豊田市、安城市、西

尾市、知立市 

衣浦衛生組合 

東三河ブロック 豊橋市、豊川市、新城市、田原市、設

楽町、東栄町 

蒲郡市幸田町衛生組合 

 


